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第１２回総務文教常任委員会会議録 

 

１ 開会日時 平成26年10月27日（月）午前10時０分 

２ 閉会日時 平成26年10月27日（月）午後２時52分 

３ 会議場所 議会委員会室 

４ 出席委員        

       １番 佐々木雄司君   ２番 光成 良充君   ３番 澤   健君 

      １０番 松田  勲君  １１番 北川 勝義君  １６番 下山 哲司君 

      １８番 小田百合子君 

５ 欠席委員 

      な  し 

６ 説明のために出席した者 

      市    長  友實 武則君      副  市  長  内田 慶史君 

      教  育  長  杉山 高志君      総合政策部長  池本 耕治君 

      総合政策部参与  小寺 康生君      総 務 部 長  岡本 衛典君 

      財 務 部 長  近藤 常彦君      教 育 次 長  奥田 智明君 

      赤坂支所 長  正好 尚昭君      熊山支所長  山田 長俊君 

      吉五支所 長  楢原 哲哉君              木庭 正宏君 

      秘書企画課長  徳光 哲也君      総 務 課 長  入矢亓和夫君 

      くらし安全課長  水原 昌彦君      財 政 課 長  直原  平君 

      管 財 課 長  末本 勝則君      税 務 課 長  藤原 義昭君 

      収納対策課長  土五 常男君      教育総務課長  藤五 和彦君 

      学校教育課長  坪五 秀樹君              前田 正之君 

      中央図書館長  三宅 康栄君              小竹森美宏君 

７ 事務局職員出席者 

      議会事務局長  富山 義昭君      主    査  大饗  剛君 

８ 協議事項 １）事業の進捗状況について 

       ２）その他 

９ 議事内容 別紙のとおり        

 

消 防 本 部 
消  防  長 

社会教育課長兹 
スポーツ振興課長 
消 防 本 部 
消防総務課長 
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              午前10時０分 開会 

○委員長（北川勝義君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまから第12回の総務文教常任委員会を開催したいと思います。 

 開会に先立ち内田副市長のほうから御挨拶をいただきたいと思います。 

 本日は市長が所用がありまして、県知事との面談があるということで、非常に重大なことで

あるということで委員会に欠席ということが申し出あります。欠席という遅滞するということ

が、終わり次第12時ごろには出れてくるんじゃないかと思いますので、それも合わせて報告。 

 それでは、内田副市長お願いします。 

○副市長（内田慶史君） はい、副市長、内田。 

○委員長（北川勝義君） はい、内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） それでは、皆さんおはようございます。 

 本日は第12回総務文教常任委員会を開催していただきましてありがとうございます。また、

委員全員の出席を賜りましてまことにありがとうございます。 

 現在、執行部におきましては年度の後半時期に差しかかっておりまして、事業の進捗管理、

また推進、それから12月議会へ向けての諸準備等々をしているところでございます。きょうは

そういったところの御報告や説明をさせていただきますので、どうぞ慎重審議のほどよろしく

お願いをいたしたいと思います。 

 なお、先ほど委員長のほうからも話がございましたように、市長のほうも知事に面会という

ことで若干おくれての出席になりますけれども、御了承のほどひとつよろしくお願いをいたし

たいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） ありがとうございました。 

 それでは、これから協議事項に入りたいと思います。 

 １の事業の進捗状況についてを議題としたいと思います。 

 執行部のほうから説明を願いたいと思います。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） それでは、総合政策部の資料をごらんください。 

 前回の委員会におきまして、片鉄バスの運行状況について報告してくださいということでご

ざいましたので、本日はその報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 資料１ページめくっていただきまして、備前片鉄バス、これは片鉄、片上から周匝の間でご

ざいますけども、この運行状況につきまして報告をさせていただきます。 

 まず１点目としまして、現行の運行ダイヤでございます。 

 別紙ということで、１枚おはぐりをいただきたいと思います。 
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 平成25年10月１日の改正でございますが、これによりまして平日月曜から金曜の運行につき

ましては、上り下り４往復計８便が運行いたしております。上りにつきましては片鉄、片上か

ら周匝に向かう便、これが上りというふうになっております。それから、土曜日の運行でござ

いますけども、これは上下合わせて４便、２往復ということになっております。 

 なお、夏休み期間中８月１日から８月31日につきましては月曜から金曜の運行につきまして

も土曜日のダイヤで運行をいたしております。また、土曜日、祝日につきましては運休という

ふうになっております。 

 次に、利用状況でございます。ページでいいますと、３ページ、４ページのほうをごらんく

ださい。 

 これは、実際にバスのほうに乗車をいたしまして、居住地あるいは職業、利用目的等々を調

査をいたしたものでございます。３ページのほうは２市１町を取りまとめたものになっており

ます。また、４ページには赤磐市の状況を一覧にいたしております。 

 本年度の調査につきましては、６月５日の木曜日から７日の土曜日にかけまして３日間の調

査をいたしております。調査期間が尐ないためにちょっとばらつきが大きくなっているところ

もございますが、この全体状況を見ますと３日間、全部で20便になりますが、乗車人数が

22人、したがいまして１便当たりは1.1人ということになっております。また、居住地でいい

ますと赤磐市の利用者が約４割、主な利用者につきましては学生が36％ということで、ほぼ毎

日通学に利用しているという状況になっております。 

 ４ページのほうをごらんいただきますと、赤磐市での利用状況を記載をさせていただいてお

りますが、これも学生が３分の２ほど通学に毎日利用してるというふうになっております。今

後につきましても、通勤、通学、あるいは病院への通院者にとりましては重要な交通機関とい

うふうに考えておりまして、利用促進並びに利便性の向上に向けて努力をしていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、もう一度１ページのほうに戻っていただきまして、現在の運行費にかかわる部分

でございます。 

 これにつきましては平成25年度の運行分、これが業者のほうから実績報告が出てきておりま

すので、それのほうでちょっと詳細を見ていきたいと思いますが、25年度運行分につきまして

は平成24年10月１日から平成25年９月30日までの運行ということで、総利用者数が１万

4,804人、収入が利用者からの収入が466万円、１人当たり315円になります。運行経費につき

ましては3,589万6,000円、これは１人当たり2,425円程度になります。損益でございますが、

収入から経費を差し引きますと3,123万6,000円の赤字と、マイナスということになりまして１

人当たり2,110円程度のマイナス要因となっております。 

 なお、２市１町の負担金でございますが、25年度分としまして2,540万円ということで、こ

れは１人当たり1,716円程度ということでございます。直近でいいますと、26年度の運行分に



- 4 - 

つきましては、利用者数が１万2,944人、２市１町の負担金が2,029万円ということで、１人当

たり1,566円程度になっております。 

 この片上鉄道沿線地域活性化対策協議会からの負担金の推移でございますけども、５ページ

のほうをごらんください。 

 尐し表が字が小さくて見にくくて申しわけございませんけども、平成10年度からの負担金の

推移を各町、市別に上げさせていただいております。当初、平成10年度からは協議会の負担金

が2,100万円で、基本的には各市町の均等割という形になっておりましたが、これには例えば

備前市でありますと旧吉永町、旧日生町等も一部負担をしているということで、10年からは負

担金をお支払いをいただいております。 

 また、平成15年度からでございますが、こちらにつきましては一忚均等割が90％、それから

距離割を10％というふうな負担割合に改めまして、それぞれの市町から負担をいただいており

ます。これが19年度までその負担割合が続いております。平成20年度からでございますけど

も、これにつきましては美咲町がこの協議会のバス運行事業から撤退をしたということでござ

いまして、負担割合を再度協議をいたしまして20年度からは各市町の協議によりまして負担割

合を決定をいたしております。そして、24年度からです。申しわけありません、24年度からが

美咲町が運行事業から撤退ということで、また負担金の見直しをいたしております。 

 現在の負担金率でございますけども、備前市が20.47％、それから和気町が53.15％、赤磐市

が26.38％の負担割合で現在負担をいたしております。これに基づきまして平成26年度の負担

金につきましては、本年の10月22日の協議会総会におきまして赤磐市負担金分、535万3,000円

と決定をいたしております。 

 また、この率でいきますと、次年度、平成27年度分でございますが、これは次回総会におい

て最終的には決定をされますが、現在の負担率でいきますと総額が2,058万円と見込まれてお

りまして、赤磐市負担分は542万9,000円となる見込みでございます。 

 なお、先回の委員会でも御報告申し上げましたけども、備前市が平成27年９月30日をもって

この運行事業から撤退をするということになりますが、それ以後の運行形態等につきましては

現在のところ未定ということになっております。 

 以上が備前片鉄バスの運行状況でございます。 

 次に、その他として上げさせていただいております、資料のほうはございませんが、２点ほ

ど報告をさせていただきます。 

 まず１点目でございますけども、別紙でお配りをいたしております映画のチラシの件でござ

います。 

 「種まく旅人３」ということで、2015年に撮影に入るということでございまして、現在こう

いったチラシをつくりましてＰＲをしていきたいというふうに思っております。このチラシに

よりまして映画への雰囲気の醸成を図るというふうなことも考えておりまして、さきの11月３
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日でございますが、あかいわ祭りにおきましてこのチラシと、それから第２作のＰＲ用のバッ

グをいただいておりましたので、これを配布いたしましてロケ地としての機運を盛り上げてい

きたいというふうに考えております。また、チラシの下の部分にホームページのアドレスと、

それからＱＲコードを載せておりますけども、チラシとあわせまして今後ホームページ等でも

製作過程、状況等についても発信をしていきたいというふうに考えております。 

 それから２点目でございますが、赤磐市制10周年記念式典につきましてでございます。 

 現在、各市町におきまして10周年であるとか、何周年であるとかの記念式典等々が行われて

おりまして、本市におきましても来年３月７日に10周年を迎えるということでございまして、

いろいろ諸般等の事情等々を考慮しながら、現在では３月の下旪ぐらいに記念式典を実施した

いというふうに考えております。これに伴いまして、予算の組み替えや追加等々お願いするこ

ともあるかもしれませんけども、原案等がまとまりましたらまた委員会のほうにも御報告、御

相談をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 総合政策部からは以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 続いて。 

 水原課長。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） くらし安全課のほうから２点御報告いたします。 

 総務部資料２枚目のほうをごらんいただきたいと思います。 

 １件目につきましては、緊急地震速報訓練実施に向けての報告です。 

 平成26年11月５日水曜日、午前10時ごろ、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴを活用した

緊急地震速報訓練を実施いたします。今回の訓練は、地震発生時に机の下に身を隠したり手で

頭を覆うなど、地震発生直後の初動訓練を市役所や学校等で実施する予定としております。な

お、市民の方への周知は広報あかいわ11月号、市ホームページ、防災無線等でお知らせをいた

します。 

 続きまして、総務部資料３枚目のほうをごらんいただきたいと思います。 

 １点目は、平成26年度赤磐市総合防災訓練の実施についての御報告でございます。 

 平成26年11月23日日曜日、午前９時30分から、高陽中学校をメーン会場として、南海トラフ

を震源とするマグニチュード9.1クラスの地震が発生し、赤磐市においては最大震度６弱を観

測したとの想定で情報収集訓練、伝達訓練、初動対忚訓練、災害対忚訓練、被災者支援訓練、

ライフライン等復旧訓練を実施いたします。 

 委員の皆様方には後ほど御案内申し上げますが、当日視閲いただきますようよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 続いて。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 財政課のほうからは１点、そこにお示ししております赤磐市桜が

丘東地域整備基金につきまして御報告を申し上げたいと思いますけれども、その前に１点、９

月の委員会におきまして、説明の中で吉五地域の事業に充てます過疎債の事業充当率を95％と

申し上げておりましたけれども、正確には100％の充当率でございます。訂正させていただき

ますとともに大変申しわけございませんでした。 

 それでは、添付しております資料の桜が丘地域の整備基金の使途について御説明をしたいと

思いますけれども、設置目的につきましてはそこに、条例の第１条を示しております。この基

金条例につきましては、大和ハウス工業から桜が丘東地域の公共施設維持管理及び環境保全に

係るための開発分担金を平成21年に歳入したことによりまして、それをもとに基金として積み

立てまして、桜が丘東地域の移管事業実施の財源、桜が丘東地域に限った運用を図るために基

金を設けたものでございます。 

 その経緯につきましては、その下に書いておりますのでごらんになっていただけたらと思い

ますけれども、これを創設いたしました平成21年度以降、積立金を利用いたしまして桜が丘東

地域の未施工の公園整備、それから児童公園、その他小学校予定地の草刈り、環境保全の事業

を市が直接行っておるものでございます。基金残高をそこにつけておりますけれども、21年か

ら25年度につきましては利子を積み立てるとともに、順次取り崩しを行いまして移管事業の未

実施分、また草刈り等に充てておるのが現状でございます。 

 簡単でございますけれども、基金の説明をさせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 次に。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 教育委員会からそれぞれ担当課のほうから、ちょっと多くなりま

すけれども要点を踏まえた説明をさせていただきたいと思います。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 教育委員会の資料の１ページをごらんください。 

 ひかり幼稚園の新築工事の竣工式を12月22日月曜日で計画しております。全体の工程表をお

示ししておりますけれども、現在新園舎の建設工事を進めておりまして、外構工事を含めまし

た全体工程は２月末でございますけれども、園舎については12月に完成検査、引き渡しを受け

る予定でございます。 

 年明けの１月から新園舎での運営を開始するために、冬休みの期間を活用いたしまして引っ

越しをする予定でございます。その前に竣工式をとり行いたいというふうに考えております。

日時につきましては12月22日月曜日、午前10時から計画しております。時間的には施設の見学
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を含めまして１時間程度と考えております。正式には文書で御案内申し上げますけれども、御

多忙とは存じますが何とぞ御臨席賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） それでは、３ページをごらんください。 

 平成26年度学力・学習状況調査、赤磐市の状況について報告をさせていただきます。 

 ３ページにつきましては、赤磐市のホームページに掲載する平成26年度国と県の学力・学習

状況調査結果並びに赤磐市の今後の取り組みについて、ホームページ掲載用の表紙の原稿でご

ざいます。 

 一番下に全国学力調査、岡山県学力調査、質問紙調査、今後の取り組みと書いてありますけ

れども、そこをクリックすることによって４ページ以降が表示されるようになっております。

具体的な内容としましては、全国学力調査の分析結果、県の学力調査の分析結果、そして赤磐

市の子供たちに課題のある特徴的な問題文を載せております。これが４ページから13ページま

ででございます。 

 14ページ以降につきましては、質問紙調査から明らかになった赤磐の子供たちのよさ、逆に

質問紙から出てきた赤磐の子供たちの課題を載せております。そして、それが14ページから

17ページでございます。 

 そして、最後に、18ページ以降に、現在赤磐市が進めております赤磐市学力向上アクション

プランと、今年度の調査結果を受けて緊急に徹底しなければならないことを20ページに示して

おります。本日は白黒の印刷ですけれども、ホームページではカラーで掲載しておりますので

色を分けて説明はさせていただいております。 

 以上が学力・学習状況調査結果の報告でございます。 

 続きまして、平成25年度児童・生徒の問題行動等に関する調査結果についてでございます。 

 21ページをごらんください。 

 昨年度、平成25年度の児童・生徒の問題行動等、生徒指導上の諸問題に関する調査の結果に

ついて説明します。 

 １番目のいじめについてですが、いじめの認知件数は減尐をしております。引き続きいじめ

の未然防止や早期発見、早期対忚に努めてまいります。今後については、インターネットやス

マートフォンなどの携帯端末を利用する上でのマナー向上や保護者への啓発を推進していく必

要があると考えております。 

 次に、２番の暴力行為についてですが、昨年度より件数では大きな変化はありません。これ

は校内で組織対忚の徹底を図ったり、個別の支援による心のケアを図ったりしたことが一定の

効果を上げていると考えられます。中学校においては、同じ生徒の繰り返しによるものが含ま
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れており、今後とも毅然とした指導と心に寄り添う指導を両輪として指導を徹底するととも

に、警察を初め関係機関とも連携して対忚に当たりたいと考えています。 

 次に、３番目の不登校についてですが、児童・生徒の生活習慣の改善、教育相談体制の充

実、初期対忚の徹底等によって一定の成果が見られてまいりました。しかしながら、依然とし

て中学校の不登校出現率は高い状態にあります。今後も不登校の未然防止対策と不登校児童・

生徒の自立支援の充実に努めてまいります。なお、22ページにつきましては、先般の新聞報道

にありました県下の市町村別の結果でございます。 

 以上、今回の調査結果について説明をいたしました。 

 最後に、学校教育課から23ページ、頑張る学校忚援事業優良実践校の決定について報告をい

たします。 

 10月17日金曜日に、岡山県教育委員会は県内の30の小中学校、一部中学校区が入りますけれ

ども、を頑張る学校忚援事業優良実践校と決定しました。赤磐市は山陽西小学校、石相小学

校、高陽中学校の３校が選定されました。選定理由は多くの教育課題を抱えて、厳しい状況の

中で学校の課題に即した創意工夫や学校全体の組織的な取り組み、地域と一体となった取り組

みなどが効果的に行われ、学力や問題行動等の改善に成果が見られたことによるものです。 

 特に、山陽西小学校においては学校組織全体で学校の荒れを克服しました。石相小学校は特

別支援教育の視点で事業改善に取り組み学力も向上しました。高陽中学校は特色のある生徒会

活動により問題行動が減尐しました。忚援費は各校に交付され、優良実践校の取り組みのさら

なる充実に資するために使われます。現在は、優良校に対して県へ忚援費活用計画書を提出す

るように指示しているところであります。 

 なお、今後は市内３校だけでなく、県下の優良校の取り組みを市内に普及させていきたいと

考えております。 

 学校教育課からは以上です。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） それでは、スポーツ振興課のほうから吉

五Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者制度の方向性について御説明をさせていただきます。資料

はございません。 

 ７月、９月の当委員会におきまして、施設状況であるとか利用者の意向、類似施設の例、経

済的効果、指定管理料、忚募資格等を御説明させていただきました。その中でさまざまな御意

見をいただきましたが、中でも平成27年４月から増額改正することになっている施設利用料金

について、約半年程度の利用者状況を見て必要があれば見直しを検討することにしております

ので、この利用料の問題を解決しないまま５年間の指定管理者制度の導入は到底理解できない

という御意見をいただきました。そういった今までの御意見等を検討した結果、指定管理者の
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募集時期については平成27年７月以降、約半年程度の状況を見て、この利用料金の見直しを含

めた問題を解決した後にしなければならないと現在考えております。こういった形で今後進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、三宅館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 失礼いたします。 

 図書館のほうから指定管理者制度の検討に係る先進図書館の視察について、こちらの御報告

をさせていただきます。赤磐市立図書館では財政健全化アクションプランに係る指定管理者制

度の導入に関する検討のため、今回７つの図書館を視察させていただきました。視察先図書館

とそれぞれの図書館のサービス状況などにつきましては、本日の資料としてお手元にお届けさ

せていただきますので、そちらをごらんください。 

 なお、指定先７館の内訳は、指定管理者導入館が６館、それらの管理業者は図書館流通セン

ターが５館、カルチュア・コンビニエンス・クラブＣＣＣが１館、また導入の検討をしたが導

入せずと決定し直営で運営してる館が１館です。 

 これらを視察させていただきまして、導入によるメリットといたしまして、まず導入してい

る全ての図書館が上げているのが開館時間の延長、休館日の削減及び指定管理期間内の資料費

の確保、さらに多くのメディアに取り上げられたことにより広告の効果が大きく、今まで図書

館に来ることがなかった人が多く来館している。また、販売用の図書、雑誌を書店で自由に書

架で読むことができるため、新しく出版された資料なども予約しなくてもすぐに読めるなどが

メリットでした。 

 また、デメリットとして、こちらはスキルを積んだ職員がいなくなったため、調査研究など

のレファレンス力が低下した。さらに、指定管理業者が変更になることにより新しい業者に引

き継がれたスタッフもいるが、業者が変更になることで全てのやり方が変わってしまい、また

ゼロからの新しいスタートになってしまった。さらに、指定業者の運営評価の手法が確立され

ていないため運営に関する評価が難しい。また、図書館の基本である地域の知の拠点という役

割が難しい。外部団体との連携、また市政の反映や事業の継続が難しいなどがございました。 

 視察から見えてきたこれらを踏まえた上で、現在これからの赤磐市の図書館について運営の

方法をさまざまに考えながら検討を進めさせていただいております。 

 なお、あわせてもう一件御報告させていただきます。 

 先日、10月22日に図書館協議会を開いていただき、赤磐市立図書館のこれからの目指すべき

姿についてということで委員の方に御協議いただきました。これから先の指定管理者制度の導

入については、先日のこれからの図書館の目指す姿について、これもあわせて検討をしなが

ら、その上で赤磐市の図書館について指定管理者の導入がいいのかどうなのかを検討していき

たいと考えております。 
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 以上です。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、藤五課長。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 教育総務課から１件追加でお願いいたします。 

 表題には入れておりませんが、別紙で認定こども園の新聞記事について説明を申し上げま

す。 

 10月25日土曜日の山陽新聞に、赤坂地域の公立３保育園の統合施設を認定こども園とする考

えを厚生常任委員会で示したという記事が掲載されております。認定こども園につきまして

は、御存じのように幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ施設でございます。赤磐市としては保

育園が教育機能を持つ保育所型とする方向ということで、法的には児童福祉施設に位置づけら

れているものでございます。平成29年度の開園を目指すということでございまして、幼稚園の

部分がありますので、今後幼稚園の保育料等との調整等も含めまして検討が必要になってまい

ります。 

 また、児童福祉施設でありますので子育て支援課のほうが主体となって準備を進めてまいり

ますけれども、平成29年度に円滑に開園できるよう教育委員会といたしましても連携、協力を

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長、一つお断りをさせてください。 

○委員長（北川勝義君） 教育次長。 

○教育次長（奥田智明君） 私のミスでございまして、頑張る学校の忚援事業、このほうの取

り組み内容をそれぞれのことを口頭で課長のほうが申し上げましたが、先ほど事務局のほうか

ら新聞のコピーを配らせていただきました。内容的にはこうなっております。申しわけござい

ませんでした。 

○委員長（北川勝義君） 続いて。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 委員長、消防総務課小竹森です。 

○委員長（北川勝義君） はい、小竹森課長。 

○消防本部消防総務課長（小竹森美宏君） 消防本部から２件報告をさせていただきます。 

 まず初めに、資料のほう１ページをお開きください。 

 市長の専決処分の報告になります。 

 １、事件名、救急自動車の交通事故に関する損害賠償の決定及び和解。 

 ２、事件発生年月日、平成25年４月12日。 

 ３、専決処分年月日、平成26年10月８日。 

 ４、発生場所、津山市河辺1150番地８先路上、（国道53号線国分寺交差点）になります。 

 ５としまして、救急車の所属ですが、赤磐市消防署北出張所になります。 
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 ６、相手方、勝田郡内の男性です。 

 ７、損害額につきましては、市が147万円、相手方が17万6,000円になります。 

 ８、責任割合ですが、市が20％、相手方が80％となっております。 

 ９の賠償金ですが、３万5,200円となっております。 

 事件の概要につきましては、平成25年４月12日午前10時20分ごろ、国道53号線津山市国分寺

交差点内において赤信号で北進中の救急自動車と、青信号で東進中の軽四貨物自動車が衝突

し、双方の車両が損傷したものです。搬送中の傷病者には影響はございませんでした。 

 なお、本件につきましては、12月議会に報告案件として上程させていただく予定としており

ます。 

 続きまして、２ページからになりますけれども、赤磐市消防団協力事業所表示制度実施要綱

の制定について報告させていただきます。 

 第７回の委員会で御説明いたしました消防団協力事業所表示制度につきまして、赤磐市消防

団協力事業所表示制度実施要綱を制定し、平成26年９月１日から施行いたしましたので御報告

いたします。詳細につきましては、３ページからになります資料のほうを御確認お願いしま

す。 

 なお、本件につきましては年度内事業所の勧誘等を行いまして、年明けに交付ができればと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうから説明が終わりました。委員の皆さん、何か質問あ

りませんか。 

 これにつきましては、一忚原則的に説明があった順番に総合政策部、財政というような順番

で行かせていただきたいと思いますので、１番の総合政策部の宇野バス運行状況、その他につ

いて質問がありましたらお願いしたいと思います。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） おはようございます。 

 バスの運行状況について細かく数字を上げていただいて御説明をいただいたんですが、私こ

れ聞いておりましてショックなんです。１名当たりのコストが2,425円、これに対して計上負

担のほうがお一人当たり2,110円要るということですね。ここら辺のところを今後どういうぐ

あいに考えていらっしゃるのか、この2,110円というものを軽減するためにどういう方策をお

考えになられているのか。ただ継続したいんですよと、その気持ちはわかりますけどお金があ

っての物種なものですから、そこら辺の考えというものがどういったものを用意いただいてる

のか。こういったものを御提出いただくという限りには何らかの対案というものをお持ちの上

でこの場に出していただいてるんだと思いますので、当然お持ちだと思います。そこら辺のと

ころをお考えをお聞きしたいと思います。 
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○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） ごらんいただきましたように、非常に運行経費がかかってる

のは事実でございます。資料の５ページ目をごらんいただければと思いますが、運行輸送人数

を把握いたしております平成14年度から本年度に至りますまで、当初は10万人程度の利用がご

ざいましたが、年々利用者数が減ってきている数字が見てとれます。この多くはやはり通学に

使われてます高校生が非常に尐なくなってきたというのが非常に大きな要因というふうに考え

ております。今現在でも尐数ではありますけども高校生の方が通学にこのバスを利用している

ということでございまして、高校生あるいは高齢者の車を運転されない方等にとっては公共交

通として非常に重要な路線というふうに位置づけられるというふうに思います。運行経費がか

かっているのはごらんのように事実でございまして、当然さきに言いました高校生の減尐とい

うのが一番の大きい要因ではございますけども、新たな需要を見出すというのはなかなか困難

なところがございます。 

 しかしながら、そういった交通弱者のためにはかなりの経費がかかるわけでございますけど

も、基本的には路線を維持していきたいというふうには考えております。今後も啓発というこ

と、あるいは利用しやすい時間の見直しというふうなことも考えていかなければなりませんけ

ども、なかなかアンケート調査でもお聞きをいたしたわけでございますが、現在の時間であれ

ば周匝の方面から和気に出て、それから和気から岡山方面に行くのは困難な時間というような

こともありますので、そういったところも検討しながら尐しでも利用しやすい時間帯等も検討

していきたいと思います。 

 また……。 

○委員（佐々木雄司君） いいよ、わかった。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 詳しく御説明ありがとうございました。済みません、僕が何をお尋

ねをしているのかといいましたら、そんなことは詳しくはわかりませんが道理で考えたらわか

り得る範囲でありまして、僕が何を言いたいのかといいましたら、その高校生の話にしまして

も、共産党さんのほうからは赤磐市は高校がないので市外に通われる高校生のために通学補助

の一部免除を考えてはどうかというようなお話もあったわけですよ。 

 そういったところを考えましたら、これは通学補助というような考え方で今後お考えになっ

ていかれたらいいのではないかなと私自身も思っているんですが、とすればここだけをするん

ですか、それとも全体的に考えていくんですかというところのお考えを示していただかなけれ

ばなりませんよねと。こういうお話を続いてしたかったわけなんですよ。ですので、途中で御

説明を遮って大変恐縮でありましたけど、そこら辺のお考えというのを改めて示していただい

てよろしいでしょうか。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、今聞かれとることは全体で関連でいいと思うんです
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が、先ほど私のほうが備前バスの片鉄バスじゃ言わにゃおえんのを宇野バス言うたんでちょっ

とそこは訂正しておきますが、先ほど言われたのはこれ片鉄の備前バスの関係なんで、そこん

とこを重点的にやっていただきたいと思う。それから、その次の今佐々木委員が言われたよう

なことの抜本的な全体的なことになるんじゃないかと思いますんで、そのことについては答弁

は徳光課長が担当課長のレベルでできる話じゃないと思うとりますんで、これは議長も運営協

議会出られて、しきりにやかましゅう言うたら言い方悪いですけど、厳しく発言しとることも

ありますんで、ちょっとこれについては後に回してもらいてえと。 

○委員（佐々木雄司君） はい、わかりました。 

○委員長（北川勝義君） それで、ちょっと待ってください。実はいろいろありまして、３つ

ほどあるんでちょっと私のほうから言わせとってください。 

 １つは、柵原、英田、佐伯、和気、吉五、片鉄沿線の片鉄が走っとった始発というた、起点

の柵原町から備前市までの間の運行なんです。これが片鉄がなくなるということで、その中で

今は２市２町ということが今脱退して２市１町になっとんですけど、いろんなことでやるとい

うことになりました。その中で県も補助金を出すということでやってきたということで、第一

は汽車がなくなるということで、廃線になるということで、その足の確保ということで交通弱

者、それからもちろん学生等やるということが出ておりましたが、結果的には先ほど徳光課長

のほうが説明がありましたように、24年から美咲町が通学者が高校生がないのでやめさせてい

ただくという、脱退するということで、こういうことを認めてきた市町村、県もふがいない、

腹が立っております、非常に、叱りました。 

 そして、今年度の27年の来年度からは負担金は出しますが備前市がまた勝手にやめると、こ

れは組合議会とか、広域のことを何ら考えてない、本当ろくでもない市町村長です。これはも

う僕は絶えず言っております。今回も火葬場の組合の中で、英田、柵原、吉五火葬場組合のこ

とでこのことも指摘しております。 

 その中で、なぜこのようになるというたら運行の時間帯が悪いんです。これは荒嶋町長のと

きから荒嶋市長になったときも、空気ばかり運んどるようなのが目立つんです、昼のときは誰

もいないというのが。当時、そのときは鵜飼谷温泉バスというのがありました。鵜飼谷温泉も

あって両方行くということもあったんでしょうが、現状見てもほとんど時間帯のときは本当空

気と言い方したらおかしいけど、人間が乗っておりません。それで、岡山県からも補助金が出

んようになりました。それから、美咲町もやめました。そうなればだんだん負担がふえてきて

おります。その中で運行時間をやはり乗らないときは考えるということを考えにゃおえんので

すよ。前あったから同じように運行時間、そりゃ運転手さんは楽ですわ、誰も乗らんときは。

こういう運行時間じゃない、乗るときの運行時間を考えていただきたいんですよ。 

 それからもう一点は、運行時間を考える中で高校生が乗らない、これは乗らないんですよ。

これ岡山県で一番高いバス路線なんですよ。私も娘を２人同時に年子でして、和気高へ通わせ
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ていたときに本当に定期代といや大変なお金で一番高いとこです。学生、今共産党さんが言わ

れたとかどこ、我々も言うておりました。下山さんもおられて、ずっと吉五でも言うとりまし

た。助成しちゃるというようないろいろあったけど、なかなかこれ自体が助成ということで来

ておりましたが、時間帯がクラブをしても間に合わんのんです。早く帰るんです、バスが、乗

れないんです。 

 時間帯をだから考えてほしい。しきりに下山委員が言われておる、もう30分遅うすりゃ乗れ

るんです。来んからまた迎えに行くということになるんで、やはりそこらを考えていただくと

か。それから、これはもうはっきり言うて備作高校もなくなって和気高になったんで、特に必

要なということになっとんで、そこんとこをどういう考え方しとるかわからんのですけど、議

長のほうにはお願いしとんのは、活性化の協議会のほうでもこういうことになったらほんまに

皆さんが県のほうにお願いも行ってくださいというお願いもしとんです。幸いにうちの小田議

長もわかって、こんなことは納得できないというて大分抗議してくださっとりますが、やめる

というのをよそのとこまで干渉いろいろなりますけど、これからは今後のことをこのバスにつ

いてはどういうことをやるかというのを考えていったら時間帯の変更も必要なんじゃないか、

要らないとこはカットすりゃ安うできるんじゃないかということもあると思います。こういう

ことをやっぱり盛り込んでいただきたいと思うんですよ。 

 それから、日曜、祝日を運休をやってないんです。じゃったら、よう考えてくださいよ。広

域バスの穂崎から湯郷行っとるのは、林野行っとるのは日曜も祭日もないですよ。皆やりょう

りますよ、昼。赤磐と美咲町と美作市か、やっとりますよ。これ実際に日曜、祝日が休みとい

うことで、はっきり言うて透析行かれとる方がもう入院するんですよ、そのときは。例えば５

月のゴールデンウイークとか、年末とかというたら必ず北川病院にかかっとる人、平病院にか

かっとる人が入院してしまうんですよ。行けないから、透析へ。じゃから、これもそういうこ

とも考えて運営せにゃあ、皆さんこれは交通弱者の足の確保ですからな。元気な人のしょんじ

ゃねんじゃから。 

 ということを、きょうこういうことがあるんならぜひ言うてくれというて。実は何でこうい

うことを、声力入れて言ようるというたら、僕の同級生が透析受きょうるからというんもある

んですけど。そういうなんがあったり、それからおとついは葬式があって同級生が死んだんで

言うちゃおかしいんですけど、いつどうなるかわからんのんで、病気とかにかかっとんならし

ていただきてえということがあったんで、考え方としては運行時間を考えていただきたいとい

うのが一つ、そうすりゃ回数も減したら安うなってできていくんもあるんじゃねえかと思うん

じゃ。これについての見直しはどのように考えとるかというのを１点教えていただきたい。 

 それから、佐々木委員が言うた、とめたんですけど、全体の足の確保とか、高校生の助成と

かというのは全体的な考えなんで、きょう我々のとこでこの話が、片鉄バスのことはできても

なかなかできにくいと思うんです。今徳光課長が答えることはできんのじゃねえかと思う。も
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ちろん市長もおりゃ、副市長がおられるからというてもなかなか難しい問題になると思います

んで、これについては全体的な赤磐市のほうが、総務文教委員会がやるという話じゃなく、最

終的には考え方を聞かせてもらえればいいと思うんですが、きょうのところはこれにしていた

だきたいと思うんで、とりあえず私が聞きたかった、時間帯で運行の変更ができるんかできな

いんかということが１点。 

 それからもう一点は、来年度は一忚議長の計らいで10月までできますわな。９月30日までで

きますが、その以降の27年10月１日からの運行がどのようになるんか、考え方があったら聞か

せていただきたいと思うて。澤さん、関係しとったら言うてください、よろしいです。 

 澤委員。 

○委員（澤  健君） いいですか。ごめんなさい、基本的なことがわかってなくて。 

 和気高に通ってる方が５人いらっしゃるんだろうというふうに資料から見るんですけど、こ

の……。 

○委員長（北川勝義君） 遠いんじゃけど、時間帯がねえから送ってもらようらにゃいけん。

オートバイで行ったり。 

○委員（澤  健君） この和気高のあるのはバス停でいうとどこなのかなっていうのをちょ

っと教えていただきたかったのが、まずそれが１点ですけど。 

○副委員長（松田 勲君） 駅前、駅前。 

○委員（澤  健君） 和気駅前。 

○副委員長（松田 勲君） 予定表に書いとる、和気駅前着。 

○委員（澤  健君） この和気駅前が和気高があるところなんですね。だから、そこの先は

和気高の生徒は行っていないってことですよね。 

○委員長（北川勝義君） 逆にそっちから来ますが、向こうからも。じゃけえ全部集まる。 

○委員（澤  健君） そういうことじゃね、はいはい。 

 それから、済みません、北川委員長言われたり佐々木さんが言われてるのと関連してると思

いますけど、恐らく当面の施策と、それから長期的に見てどうかっていうのを考えていただき

たいなと。特に人数的に言うと、バスという形態がいいのかどうかっていうこともあると思う

ので、ぜひ長期的で、恐らくこういう事例ってのは全国いっぱいあると思うんですけど、そう

いうところはどういうふうに対忚し、住民の方の利便性も確保しながら、しかし市町村のそう

いう負担っていうのも減らす、じゃあどういうふうにしたらいいのかっていうのをいろいろや

られてると思うので、ぜひ長期的なところではそういうことを御検討いただきたいなと思いま

す。それ、ぜひ御回答いただければ。 

○委員長（北川勝義君） 徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 二、三点、質問をいただいたと思います。 

 まず、バスの時間帯等の変更による利便性の向上等でございます。さきのアンケート調査等
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も含めて今後活性化対策協議会のほうで、幹事会等で検討してまいりたいというふうに思いま

す。 

 それから、来年の27年10月１日以降の運行でございますけども、これにつきましては先ほど

もお話ありましたように備前市が抜けますと和気と赤磐、１市１町になってしまいます。この

１市１町での運行がどういう形態がいいのかということにつきましては当該の市町で今後検討

していく課題かなというふうに思います。 

 あわせて、澤委員さんからも御質問ありましたように長期的な展望でございますけども、や

はり学生さんの利用が尐ないといいますか、それから学生さんが尐なくなったり、あるいは時

間帯が悪いということになれば定期、定時路線の運行が果たしていいのかどうかということも

含めて、あるいは同じように周匝、和気間等の運行でいいのか、そういったところも含めなが

ら関係の市町、和気と赤磐になるかと思いますけども、そこらあたりで今後検討してまいりた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） 澤委員、よろしいか。 

○委員（澤  健君） はい、結構です。ありがとうございます。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済みません、このチラシについてお尋ねします。 

 右上に赤磐市のマークが入ってるんですが、これ入ってていいんですか。以前、お尋ねをし

たときに管財課だったと思うんですが、お尋ねをしたときにこのマークというのは市に関係す

るものであればこのマークが使えるんだという話だったんですが、こんなマーク入れてたらが

っつりこの映画にかかわりますよという証拠になってしまうんですが、それでも本当にいいん

ですか、意思表示ということで。 

○委員長（北川勝義君） 徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） マークの件でございますけども、映画に関しましてはこれま

でも何回か御答弁をさせていただきましたように、この映画を通じて赤磐市をＰＲをしていく

という目的も一つには大きなものがございます。今回のこのチラシにつきましても、赤磐市が

協力をしていくという協定に基づきまして、全面的なバックアップをするということから今回

マークを入れさせていただきまして、赤磐市で舞台としてこうした映画が製作されるというこ

とを市のほうが主体的にＰＲをさせていただくということで載せさせていただいております。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、この一番下のところに書いてあります製作協力委員会準

備室ではなくて、赤磐市の秘書企画課なり、あと産建の部署の観光課であったりとか、こうい
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ったところの問い合わせ先になるんじゃないんですか。準備室になるのおかしいでしょう。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） この準備室の考え方でございますけども、一忚製作協力委員

会というものを組織するまでの間は現在秘書企画課においてその手続をしていくということで

ございまして、右の問い合わせ先、９５５の２６９２につきましても秘書企画課の電話番号と

いうふうになっております。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） だから、そこのところをごちゃごちゃごちゃごちゃせずに、時期が

変われば名前が変わったりするようなことではなくて、今から備えられるものに関しては変

更、いつまでも変更しなくてもいいように名前を整えておくということも重要じゃないんです

か。今の時期で何もできていないからこの名前を使うんだ、じゃあできたらこの名前は変わる

んですか。できたら、この赤磐市のマークは外れるんですか、違いますよね。今の御説明だと

岡山県赤磐市として、この「種まく旅人３」というものを本市のアピールとして利用する、そ

のためのチラシだというんであれば別にここ準備室である必要ないじゃないですか。秘書企画

でいいんじゃないですか。そこを何でこういうぐあいにするのか、よくわからないっていう話

なんです。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、関連でよろしいか。 

 実は、僕はその先のことを思うて、10周年記念式典を３月29日に実施したいという予定で、

まだ決定じゃなかったんじゃけど言われたんですけど、せっかく配るんじゃったらこれに３月

29日実施じゃとかというのを入れたほうがええんじゃねえかなと、ちょっと僕は思うたん。こ

れ執行権の問題じゃから決定したらやりゃええ、何で実施の予定じゃ予定じゃというて、難し

いん、そねん。どんなんかな、決定じゃねんかな、29日予定かな。これへ書いて、赤磐市市制

10周年記念で「種まく旅人」の上にこうええんで、それかどっかのとこへ一段あけてもええん

じゃけど、10周年記念式典は27年３月29日に実施いたしますというんでも入れたら、もっとえ

えんじゃねえかと思う。まだ決定、難しい何かあるんですか、そのことを絡みで。絡む話じゃ

ねんじゃけどどんなんですかね。そねん難しいん、何か。 

 それで、もう一個言うてええ。説明が前のときには27年度の予算でやるというて言われとっ

たでしょう、当初は。言われとったんじゃから、なぜ26年度の末の３月29日にやるんならとい

う説明が聞きたかったん。県議選があるから、統一地方選挙があるからというたりするんじゃ

ろうけどな、よその。よそもしょうるけんというて、池本部長、たしか徳光課長はよそもしょ

うるから祭りするんじゃというて言われたと思うんじゃ。ええときには近くがしょうるとか、

どうのこうの言うんじゃけど、ちょっと教えてもらやあなと思う。ちょっともう尐し説明を踏

まえて。 

 はい、池本部長。 
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○総合政策部長（池本耕治君） 一忚、事務局といいますか、執行部とすれば３月29日を今タ

ーゲットにして考えております。それで、正式に先先行ってもあれなんで、きょうの委員会で

３月の末というふうな言い方いたしましたけれども、実際のところ来年度の予算で当初は考え

ておりました。しかし、国のほうが統一選で４月12日というのが発表されまして、４月になっ

てそのあたりで式典というのもなかなかあろうかと思いまして、３月末にターゲット今絞って

おります。もう委員長言われましたように、３月29日を目標に事務を進めたいと思います。し

たがいまして、12月の補正ではまとまり次第、若干組み替えなり追加をさせていただきたいと

思っています。 

 それから、このチラシの件につきましては基本的に松竹がやっております。が、赤磐市で撮

影をするというチャンスでありますので、10周年を記念いたしまして、この映画を忚援すると

いうことについてはいろいろ今までお話をいたしております。 

 なお、この赤磐市を舞台にやるということで、赤磐市の特産物をＰＲするという分が第一の

目的があります。したがいまして、いろんな形で赤磐市の特産物をＰＲしていきたいというこ

とでマークを入れ、「人“いきいき”まち“きらり”」のことも、ロゴも入れさせていただい

ておりますし、ここのＱＲコードを写せばまだできておりませんけれども、赤磐市のホームペ

ージのほうでスマートフォンなら見れるというふうな仕組みをしたいと思います。 

 それから、名前ですけれども、10周年記念「種まく旅人３」の製作協力準備室ということで

今準備を進めております。いろんな形で一日でも早くＰＲをしたいということでこういう格好

をやっておりますけれども、これにつきましてはきちっと宣伝協力隊、忚援隊ができましたら

ここの分については刷りかえをしたいと思いますので、当面こういう格好でやらせていただき

たいと思います。内容につきましては逐一、次のデータが入りましたらきりきりで印刷は新し

いものにさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 製作協力委員会準備室、これをいつおつくりになられたんですか。

そういった御説明も、事前にこういった準備室をつくって広報活動をするんだというような説

明も、我々担当する所管の委員会について御報告いただいたような私は記憶がないんですが、

いつこれおつくりになられたんですか。そちらに執行権があって、おつくりになられるのが自

由だとしても、一声お声かけがあってもよかったんじゃないでしょうか、こういう重大なこと

については。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、徳光課長。 

○秘書企画課長（徳光哲也君） 準備室の設置につきましては任意で設置をさせていただいて
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おりますけども、事前に委員会のほうに詳細説明がございませんでしたことにつきましてはお

わびをいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（佐々木雄司君） よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

 はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） これいいんですけど、説明では民が映画をやるんじゃという説明じゃ

ったですな、部長。お金を集めるのを市長があちこち声をかけよんじゃというような話も聞く

けど、どうも映画会社の手先を市長がやるんかという、そういうふうに受け取られるんじゃけ

ど、今までの話を聞きょうると。ほいで、市制10周年とこれというのでよそのを聞いてみたら

300万円程度しか使わんというて、1,000万円を超えるほど使ようるとこやこないというていう

んじゃけどな。だから、そういうニュアンスの中からいって、どうも前から言うように不自然

なんよな、これが。その辺、総務部長、きちっと説明してくださいよ。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長じゃろ。 

○委員（下山哲司君） 前にも言うたように、３月で定年になるからわしはええんじゃという

ような軽い気持ちで言わずに、ちゃんと説明を。 

○委員長（北川勝義君） やめたら副市長しょうとしょうるのに何を言よん。 

 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 協賛金につきましては、ある程度の協賛案内ができましたら

協賛各社へ正式にいろいろお願いをしていきたいというように思っております。 

 それで、300万円程度っていうておっしゃられましたけれども、第１作については500万円と

いうふうにはお聞きいたしております。県も500万円、臼杵も500万円というふうにはお聞きを

いたしております。 

 したがいまして、手先とかそういう意味じゃなしに、赤磐市も協力して協賛金のほうを集め

る努力をいたしますよというふうな形で実施をしていきたいと思います。あくまでも赤磐市

と、それから松竹の役割っていうのはございますので、そのあたりはしっかりしながら進めて

いきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） いや、300万円言うたのは、よその町が市制10周年やるのを聞いてみ

たら300万円程度が皆各市のあれで、赤磐が一千何ぼも使うんじゃというたらびっくりしょう

た。建国千何百年とかというのにはあちこちは銭をかけてやっとるけど、たかだか10周年のあ

れに一千何万円も金を使うということが、そりゃちょっと飛んどるなというような表現でよそ

から受け取られたんじゃけど、そのことを聞いたんです。 
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○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○総合政策部長（池本耕治君） 当初予算ではそういう組み方をいたしております。これは、

式典の予算は組んでおりません。今回、12月の補正で式典の予算はまとまり次第出させていた

だこうと思っております。これについては、11月の委員会である程度のまとまりができました

ら説明をさせていただきます。 

 それから、当初予算で1,500万円程度組ませていただいておりますけれども、これは市勢要

覧なり、その他もろもろのものを含めてＰＲ活動費ということで組ませていただいております

ので、そのあたりは12月で若干の組み替えがあろうかと思います。また、新しく追加も出てく

ると思いますので、あわせてまとまり次第説明させていただきます。式典の予算は当初27年度

ということで組んでおりませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） ほんなら11月楽しみにしときゃええんじゃな。そのころには納得した

ような予算の組みができるということじゃな、今の答弁でいやあ。 

○総合政策部長（池本耕治君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 式典の費用につきましては、できるだけ費用がかからない程

度にしたいと思います。倹約をしながらでもやらせていただきます。具体的にまとまりました

ら相談をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） よろしいな。 

○委員（下山哲司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 部長な、そう簡単に一委員さんが言うたから、式典にせんようにし

ょう、尐のうしょうとか、300万円じゃけえどうこうという話じゃのうて、ほな一委員さんが

ふやさにゃおえんじゃねえか、大々的にやってくれ言うたら、ほなふやしましょう。そう簡単

な発言をするなよ、おめえ。市長、きょう不在じゃけど副市長おられてから、きょう。あんた

ら、どなたか一人の議員さんが言うたら、難しいけん、これは言うて、それこそ執行権の介入

もあったらあるんじゃ、毅然として言うていただかにゃあいけんわ。 

 今、考え方として、下山さんはこういうこともあったら、ほんなら見させてもらうという

て、よそが300万円じゃというのを例を言われとんで。どねんなるか、よそとは違うとこもあ

りゃ、そりゃ300万円以下になる場合もあるし、ふえる場合もある。そこんとこ納得、お手並

み拝見じゃというような言い方、冗談で言よんじゃけど、そういう話じゃのうてぴちっと言う

てもらわにゃあ、これ委員会じゃから、何かこの委員会に関して言うたら、簡単に言うたら、

そういう人が一言言うたら、ほなそうしますが、そねえな簡単に、おめえ。それじゃったら声
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を大きゅうして、ここへマイクでも持ってきてやれえ、おめえ。そういな者の言うこと聞くん

と同じじゃねえか。ええか悪いじゃのうて、行政じゃけん、しつこう言うたり、やかましゅう

言うたらするんかというて。 

 そうじゃねえ、声が小もうても言うたらせにゃあおえん場合もあるし、いろいろな考えがあ

って、僕はある意味の10周年でこんだけ難しい10周年来たんじゃから、市長賞じゃ、議長賞じ

ゃとかというたら、それから歴代のおられた市長さん、議長さんやこう、僕はもうほんまに表

彰してあげてえような、それから子供とか関係者じゃな、本当にやられてきたことには僕はす

るべきじゃと思っとんですよ。僕はそれはせえとかじゃねんじゃけど、大々的にせえというん

じゃねんじゃけど、やっぱりそういうことも考えていただきてえと思うたんで、そう簡単には

軽はずみに部長言われんで、それも踏まえて、部長、言われるんでもう一遍ぐらい。 

 はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 先ほどの答弁、若干修正をさせていただきます。 

 12月に式典の費用はまた出させていただきますけれども、中身につきましてはきちっと精査

して、適切なる執行ができるような事業ができるようなことを考えて組み立てたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。３月29日に記念式典じゃというのは12月に公表す

るということ。きょうで決定ということ、どうなるん。 

○委員（下山哲司君） 11月の委員会には報告できる言うから、ほんなら楽しみにしとこう…

…。 

○委員長（北川勝義君） そっちの予算はええんじゃけど、３月29日はいつ決定するというこ

とを聞きたかった。 

○総合政策部長（池本耕治君） 市長が不在なんで、ここで決定と言うのはあれですけど、一

忚そういう見込みで皆様方に……。 

○委員長（北川勝義君） 決定でも何でもねえことを、おめえ。ちょっと池本部長、市長がお

ろうとおるまあと、決定でも何でもねえことを議長、議長怒りょうる、議長な、決定でもねえ

ことを委員会で市長がおらんからというて、べらべら言うてもろうたらおえんで。一忚、決定

のことじゃろうぐれえで思よんじゃけど。 

○委員（下山哲司君） 総務部長が言うたように、事業内容の説明ができるじゃろうというて

言よんじゃから、ほんならそれでええ言よん。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、そっちの話はええんじゃ。 

○総合政策部長（池本耕治君） ３月29日の日にちについては、一番最初に課長のほうが３月

下旪ということで、我々事務的には３月29日を目標に定めております。これを正式に発表する

につきましては、また執行部で調整してきちっと発表させていただきたいと思います。 
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 きょうはそういうことで……。 

○委員長（北川勝義君） それはいつごろ。11月。 

○総合政策部長（池本耕治君） 11月の委員会では言えると思います。正式な形で発表したほ

うがよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） わかりました、わかりました。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 来年の３月29日を目指していろいろお考えになられていらっしゃる

ということでありますけども、どういった内容のものをするのかというのは12月でよかったで

すか、11月って言いました。 

○委員（下山哲司君） 11月の委員会。 

○委員長（北川勝義君） 11月。 

○委員（佐々木雄司君） 11月の来月の委員会でということですか。これ何で、今の時点でも

うわかり切ってる話で、半年切ってますよね。半年切っているにもかかわらず、今の時点で出

ていないって遅くないですか。そこら辺の時間感覚っていうのはどうなんでしょう。 

○委員長（北川勝義君） 池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 当初は、26年当初予算に組んで４月の初めぐらいに思ってお

りました。これがなかなか、統一選と絡みがありまして、４月12日っていう発表がありまして

から、それを避けるような形ではっきり申し上げまして段取りをいたしました。そういうこと

で、３月７日に合併いたしておりますので、４月の終わりとか５月とかというよりは３月の終

わりのほうがよろしいかなというふうに、執行部のほうで考えてそういう段取りをいたしてお

ります。 

 したがいまして、時期的に遅いと言われれば確かにそうでありますけれども、近隣の市町村

の状況を見ましても、まだ決定していないとこ、あるいは決定したばかりのところ等ございま

す。赤磐市とすれば、若干遅いかもわかりませんけれども、そのあたりはきちっと精査してい

いものができるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） 委員の皆さんに確認とお知らせをしておきます。 

 委員長、副委員長のほうで、10月はきょうが総務文教委員会ということでやらせていただき

まして、11月がいろいろ執行部の御都合もありまして、11月12日にやらせていただくようにし

ております。 

 それで、そのときに、先ほど下山委員が言われた、私が言ったり佐々木委員が言われたこ

と、質問事項があったら、内容が固まってきて発表できることが、提案じゃなくこうやりたい

ということが出てくると思いますんで、楽しみに待たせていただいてやらせていただくという

ことで、ここのことについては終わりにさせていただきたいと思うんですけど、よろしいでし

ょうか。 
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○委員（佐々木雄司君） 最後ここだけ。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済いません。今、お答えの中で言葉が出たので、ちょっとそのこと

についてお尋ねをしようと思うんですが、予算編成等々の関連があってというようなお話だっ

たんですが、ということになったら、11月12日の総務文教委員会の折にはある程度予算審査の

ほうがもう終わっている段階だというふうに考えて、ほかのことについてもそういうことなん

ですかというふうにお考えしておいていいんですか。じゃなかったら、予算編成の話ですか

ら、これだけっていう話じゃないですよね。 

○委員長（北川勝義君） はい、池本部長。 

○総合政策部長（池本耕治君） 財務部のほうで、12月の補正の予算については今取りまとめ

を……。 

○委員（佐々木雄司君） 補正。 

○総合政策部長（池本耕治君） 補正です。 

○委員長（北川勝義君） 12月の補正。 

○総合政策部長（池本耕治君） それに合わせてさせていただきたいと思います。当初予算の

ほうで予定しておりましたものを12月の補正でさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（北川勝義君） それでは、これで総合政策部のほうは終わりたいと思います。 

 25分まで休憩といたします。 

              午前11時15分 休憩 

              午前11時27分 再開 

○委員長（北川勝義君） それじゃあ、再開します。 

 続きまして、総務部のくらし安全課の関係で質問がありましたら、委員の皆さん、質疑をお

願いしたいと思います。 

 考えてくれとる前に、僕ちょっと言うときますんで。 

 11月５日のＪ－ＡＬＥＲＴのはええんじゃけど、前回失敗したんで今回は失敗せんように。

前回の失敗は何が原因じゃったんかな、何じゃったんかな。ねえと思うんじゃけど、今回はお

願いしてんですけど。 

 それともう一つ、高陽中学校の11月23日の赤磐市総合防災訓練じゃけど、絶対皆さん来られ

ると思うんですけど、議長も絶えず発言して言わりょんですけど、いろいろなイベントとか行

事があったら、議員さんの出席率が非常に尐ないんで、私はどうこう、議長じゃねえんで言う

あれがねえんですけど、担当委員会のとこがあったときには極力委員さんに出席いただきたい

という。これは強制じゃありませんけど、お願いなんで、ぜひ11月23日の高陽中学校のときに

は、来るなと言うて皆来とんかもしれんけど、ぜひ出席をお願いします。 
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○くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原課長。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） 昨年行いましたＪ－ＡＬＥＲＴを用いての訓練につきまし

ては、防災無線の起動部というとこ、指令を受けたものを外へ流すという起動部の中のアース

にちょっとふぐあいがございまして、流れるとこと流れないとこがあったという。それはもう

完全に修理いたしまして、完璧な状況になっております。 

○委員長（北川勝義君） もうこれ以上言いませんけど、課長、部長もじゃけど、これは一番

大事なことで、あったときになけりゃあええんじゃけど、アースが悪かろうとどこじゃのう

て、例えば避難出すときに不都合じゃったということじゃったら困るんで、そういうことは大

変なメンテナンスをかけてやられて導入しとんじゃから、これは業者のほうに責任とってもら

うかぴしっと言うてください。国からのＪ－ＡＬＥＲＴが悪いんじゃのうて、来てから、こっ

ちの受けから基盤が悪んじゃったら、出すんが余計。災害時がいつあるかわからんのんでお願

いします。これはもうよろしいです。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） どうもお疲れさまでございます。 

 ごめんなさい、赤磐市総合防災訓練実施要領、これは（案）が外れたということはこれでや

りますよという内容のものになってきたんだろうと思っているんですが、訓練参加団体や訓練

協力団体に隊友会さんとか父兄会とか、要するに自衛隊のＯＢの方々、こういう方々が赤磐で

も結構数人数いらっしゃるんですが、こういう方々の御協力というのは得れてないわけなんで

しょうか。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、水原課長。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） 隊友会の皆様方の御協力につきましては、当委員会でも御

指摘がございました。 

 それで、隊友会につきましては、全国組織で、岡山でも岡山県と隊友会が訓練の協定を結ん

でいるということも存じております。赤磐、瀬戸につきましては支部がございまして、そちら

のほうの支部で活動されるということでございますが、隊友会自体も東京本部からの指令で、

協定書を結ばないと訓練に入っていけないというふうな運用があるようでございます。 

 今現在、岡山県と隊友会、各市町村との協定についてお話をされているということを聞いて

おります。それから、こちらの赤磐、瀬戸の支部につきましても、この11月に総会があってそ

ういったお話を出されるというふうにお聞きしておりますので、今回の総合防災訓練には参加

できないというふうなことがございました。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、僕要らんことを思うて。怒られるかもしれん、６番の訓

練協力団体というて順不同で書いとるでしょう。 
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○くらし安全課長（水原昌彦君） はい。 

○委員長（北川勝義君） これ、僕はいつも思うんじゃけど、うちらでもあった、自動車屋さ

んが車出してくれてめえだりするの、協力がありますが。じゃけん、山本自動車さん、このこ

とは名前どうこう言うんじゃねんじゃけ、山本自動車さんがどうこう言うんじゃのうて、前も

自動車屋さんの名前が出るんじゃけど、そうじゃのうて赤磐市の中に自動車協会とか組合があ

りますが。そういうなほうで順番で出してくれりゃあええんじゃけど、何かせなんだら出とる

んと出てねえんがなとちょっと感じたんで、６番目のとこやこうじゃったら、今どっこも皆団

体ばあでしょう、上のとこが。そういうなほうがええんかなとちょっと今思うたんです。前も

やられとるからこのやり方するんじゃと言われたらええんじゃけど、順番で行きょんかな、誰

かで。 

○くらし安全課長（水原昌彦君） はい。総合防災訓練、２年に１回ということで年限を定め

てやっておりますが、その訓練を実施する地域で車の御協力をいただいてきてるというふうな

ことがございまして、今回もそういう方法をとらせていただいております。 

○委員長（北川勝義君） くでえけど言いたかったのは、もう個人名、会社名よりは協会とか

がえかったんかなとちょっと思うただけのこって。向こうがそうしてくれというて来とんじゃ

ったら、別に問題ねえですけど。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで総務部のくらし安全課のことを終わりたいと思い

ます。 

 続きまして、財務部のことについて、赤磐市桜が丘東地域整備基金について、何かありまし

たら。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） ほんなら、皆さんが何もねえときにちょっと言うときてえ質問があ

るんですけど、これ満たしていただいとったら、僕は大和がしてくれて大変すばらしい基金だ

と思うんで、基金置いたということもいいんですが。20年に最終的に問題になった学校も片が

ついた、それから10年間でやっていくということで約１億円あります。この１億円が10年後に

なくなったときはどこがやるんですか。なくなっても赤磐市がやるんでしょ。この１億円使う

てもやるわけでしょ、その後。僕は、これはこういう基金で置いとってもいいんですけど、運

用の仕方で、こういう基金の全体で考えたら、最低限でもネオポリスの東、西やこうは一緒に

やるべきじゃねえかなというんが、考え方があったんが１点。 

 それと、全体的な考えでいうたら、どこであろうとやり方、各市町村がやったときにはいろ

いろな補助とかをもろうとる中でも、こういうことを置かずに事業進捗しとんもあります。財

調で積み上げとるとこもあるし、ないところもあります。だから、この基金については、特別
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にあれば積み上げも仕方がないと思うんですけど、ほかのとこへも何ぼか使うというようにせ

なんだら、この桜が丘東だけにと、そういうとられ方も出てくるんじゃねえかなと思うたん。

今後、何らか、今基金について出されとることの設置目的、いろいろなことはもうよくわかっ

ております。しかし、そこんとこの設置目的、もう尐し幅を広げる、今後何年か検討すべきじ

ゃないかと思います。そうでなかったら、これを使い果たした後にはどうするんですかという

ことを言いてえんです。これで終わりですか、使い果たしたら。僕は、一番発展していきょう

るとこでこれから開発していくとこじゃったら当然すべきじゃないかと思っとるわけなんです

よ。じゃから、前から僕の持論で言うとるマックスバリュのとこの商店街の確保は、あそこら

の開発やこうはやらにゃおえんのです。あそこは、ほんなら西じゃけん西だけでやりなさい、

東は使わさんとかという話じゃのうて、いろいろ考えてやったほうがいいんじゃないかなとい

う、僕はそう思うとんで、そこらのことも今後考えていく必要があると思うんですが、それに

ついてはどう考えられとんでしょうか。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 直原課長答えるんか。 

○財政課長（直原 平君） いや、済いません。 

○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 北川委員長の御指摘はごもっともだと思います。 

 この桜が丘地域の整備基金につきましては、そこに書いておりますように20カ所、公園７カ

所、幼稚園、緑地ということでございまして、21年３月31日に20カ所の試算をいたしまして、

協定に基づいて積み立てた額が１億1,846万4,000円ということで、これについては順次進めて

まいりたいと思いますけれども、御指摘の新たな今後の整備についてはどうするかということ

につきましては、またこの基金とは別に新たな基金等を設けるといった方法もありではないか

なというふうに考えております。ちょっと私からは、はっきり今後どうするというのは今の時

点では申し上げられないというのが現状でございます。 

○委員長（北川勝義君） 僕は、じゃけん直原課長答えれるんかと聞いてあぎょうるわけじ

ゃ、親切なから。維持管理をするのは、どっこもこれから維持管理が要るんですよ。これから

やっていくのも、今公園７カ所で未設置が13あって、これからやっていかにゃあおえんのんで

す。せえでもこれから情勢が変わっとって、こういうとこは今しなくてもいいんじゃないか

と、なお、しとるとこをもっとようけえしてあげるべきじゃないか、いろいろ情勢が変わって

くると思うんです。そのときに、この整備基金の条例だけつくっとって、だけどこれの運用で

すよ。最後が、未施工の公園整備や児童公園、その他環境整備は市が直接行っているものです

と。環境整備の事業を行うんじゃ、やるんじゃとかというていろいろ言うけど、積立金を活用

してね。そうなったら、地域の方の意見を聞いてあげにゃあおえんのですよ。行政の方がこれ

をするんじゃとかじゃのうて。だから、僕はもっと運営のしやすいようにすべきじゃねえかな
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と思うとるわけなんです、言い方が。 

 それで、ほんならこれで全部終わってなくなったらもう終わりじゃというわけにはいかんで

しょうということを言よんですよ。これからやって、絶対、設置したら必ず維持管理が要りま

す。改修が絶対要るから、余計要るようになるんですよ。そのときの考え方をどうやっていく

か。これが果実を食べていくような、果実をいくようなことじゃったらええんですよ。これ、

果実じゃねえ取り崩しでいきょうるでしょう、利子の積み立てじゃのうて取り崩し取り崩しで

いきょうるわけです。最終的には１億100万円しかのうなっとるわけなんですよ。 

 じゃから、このときに、やり方、今これがおえんというんじゃなくて、これがまだまだふえ

ていくという、ここの、今桜が丘西より東のほうが開発をようしょうりますが。ふえていくか

らには、何らかのことを考えていかにゃおえんじゃねえかということを考えて言よんですよ。

別に、市長、きょう結論出せとかじゃのうて、これを全部使い切ってもやらにゃあおえんこと

はやらにゃあおえんでしょう、ふえていきょうるとこにゃ。悲しいかな、僕は吉五町のほう

で、ほんまに吉五でやってやってもらいてえですよ。しかし、吉五で人口が10人しか住んでね

えとこ、例えばの話が１日交通量が10台しかねえとこへ２車線の道をつくっちゃれというた

ら、大それてなかなか言いにきい、事業でもありゃあ別として。今度は1,000人が住んどって

1,000台通るようなとこへ、やっぱりどうしても持っていかにゃおえんようになる。この間の

バリアフリーの道のことで、桜が丘の幹線のことで言うたときに、うちらもしてもらいてえ

な、うらやましいなというのを決算のとき言ようたんじゃけど、それはしかしそう言うてみる

けど、事実はやっぱりようけ使うて使ようるとこへ持っていかにゃあ仕方がねえんですよ。こ

れはもうわかっとんですよ。だけど、ほんなら使い切ったらどうするんならというんがあるん

で、非常に難しい話かもしれんけど、どちらにも使い切って終わりというんじゃのうてやっぱ

りかけていただきたいというのを、考え方を市長、持ってもらわなんだら、これをこしらえた

んが悪いとか全然言ようりゃしません。これはまだ足らんのんじゃねえかと思うぐれえ思うと

んじゃけど、もっとどこまでやっていくんかなと思うたわけです。これがいつまでも果実が実

っていきゃあええんじゃけど、果実にならんような、今の利息じゃったらならんようなこと

で、取り崩し取り崩しというたら、今のことで例でいうたら、取り崩しが１億円とか1,000万

円とか、ずっと取り崩していきょうたら、だんだん取り崩したらすぐのうなるんじゃねえかと

いう気持ちもあって、あえて言わせてもらよんですよ。 

 それと、これはどういう考えか知らんですけど、この基金つくるんじゃったら、これだけで

もろうた基金じゃのうて、合わせて桜が丘東の方とか、それから行政のほうが上乗せしてやる

のが僕は基金じゃと思うとる。来たから全部基金じゃというような考えばあはちょっと危うい

んかな、今後やっていくのに。協定書が結ばれとるからということもあるんですけど、いろい

ろなことがあるんじゃけど。どねん考えられとるか、ここでわからなんだらよろしいから、ま

た考えがあったら教えていただきてえと思うとんです。いや、わからなんだらええんです、考
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えがなかったら。 

 ただ、言いたかったのは、僕は市長に考え方を聞きょうるだけで、桜が丘東だけするんかと

いうたら、くでえですよ、東だけするんかというたら、これが悪い言ようりゃあしません。し

たら、こういう協定もあってやるんじゃけど、１メーター控えて東と西でしょう。例えば道一

本隔てて、ひっついとるでしょ、東と西が。離れとるとこもあるけど。やっぱ、そうなったと

きに、東はできるんじゃ、西はできんのんじゃという話になったら、いろいろ東と西が青年部

とかいろいろイベントしたり、せっかくさくら祭りとかやっとんのにばらばらになる、これが

悪いと言よんじゃねんじゃけど、そういうことになり得る可能性もあるから、今後どうするか

というのを聞きたかったんです、考え方。わからなんだらええです。わかったら答えていただ

きゃあと、ちょっと今私が思うた考え方。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） まず、私、所用でおくれての出席、おわびを申し上げます。 

 まず、今の桜が丘東の整備基金についてのお尋ねですけども、これについては過去の経過も

ございます。関係者と協議しながら、委員長の御指摘のことももっともなところがございます

んで、関係者と協議をさせていただこうというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 他にありませんか。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 今市長が言ようる関係者と協議というて、話がごじゃごじゃなんか、

余計わからんようになってきた。どういう意味、そりゃあ。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 関係者というのは、この桜が丘東の連合の町内会とか、この整備基金

の協定等、地元の協議等、これまでしてきた経過がございます。そうした関係の方々との協議

を指したものでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 私の認識じゃあ、今委員長が大和ハウスが出した銭じゃと言うけど、

大和ハウスが出した銭じゃと思うとりませんよ。あそこへ建設するときに45万円か50万円か負

担金が要って、それを集めた銭がこれなんじゃから。だから、大和ハウスが出した銭じゃねえ

ですよ、これは。あそこへ住んどられる人は知っとんじゃろ、みんな出されとんじゃから。こ

の銭と集合体がこの一部じゃから。じゃから、市長、そねんな軽々しゅうしちゃあいけん。こ
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れはあっこへ住んどられる方が、自分らがした拠出金で、これは。資源は。 

○副委員長（松田 勲君） いや、違う、違う。違う、違う。 

○委員（下山哲司君） 僕はそういうふうに理解しとんじゃ。 

○副委員長（松田 勲君） それは違う。それはもう返っとる。 

○委員（下山哲司君） いやいや、西じゃねえ、東はそういうて聞いたんじゃもん。 

○副委員長（松田 勲君） それは違う。 

○委員（下山哲司君） そういうふうに認識しとるよ、ずっと。 

○副委員長（松田 勲君） それは違う。それは各町内会に返っとる。返されとる。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、一忚僕委員長じゃけん、僕の許可を受けて発言してん、

議長じゃねえけど。 

 それで、今僕の知っとる範囲で言うたら、僕も下水とか水道の関係からずっと携わっとっ

て、最終処分場をやってもらうんで東も西もかかわってしとったんで、内田副市長やこう一番

よう知っとられると思う。話をしてきた中で、先ほど言うた下山さんの意見が正しいんか市長

が正しいんかはっきりさせとかなんだら大変なことになるんで。僕の認識じゃあ、もうそれは

終わって別建てで基金をいただいとると思うとんじゃけど、そこんとこはっきりわかる方がお

るか……。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

 前に説明を聞いとるのは、返してもろうたというのは……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って。いうのをはっきりせにゃあいけんのんで、確認だ

けとりてえんで、もし担当部課長でわかる、近藤部長のとこでわかるんがあったらちょっと確

認をしてください。 

○委員（下山哲司君） 返してもろうたというのは、あれが済んだ後に払うとる人のが返った

だけじゃろ。 

○副委員長（松田 勲君） 維持管理費は……。 

○委員（佐々木雄司君） 都市計画法の法根拠があるはず。ああいう大規模な開発をするとき

には、こうしなさいっていうあれがあった……。 

○委員（下山哲司君） 返ってきたというのは、ある程度期限が過ぎた後に建った人の分が返

ってきただけで。 

○委員（佐々木雄司君） いや、開発するときにこういう……。 

○委員（光成良充君） それは西の分。 

○副委員長（松田 勲君） それは西のほうです。もう各町内会に返した。 

○委員（光成良充君） 東は各町内に返した。 

○委員（澤  健君） 委員長、調べてもう一度。 

○委員長（北川勝義君） 今僕が言よんのは、さっき言うたのは……。 
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○委員（下山哲司君） 説明聞いた……。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員、今、僕同じことを言ようるが、澤委員が言うたのと。調

べてください、今、じゃからわかるんなら調べ言よんじゃから調べてくれりゃあええんじゃが

な。 

 それから、今委員長がおるんじゃ、委員長に発言を求めて言うてくれえ言うて、おめえら勝

手にだあだあだあだあ言うんならやれえ、おめえ、ずっと。それ言ようるだけじゃが、何遍も

同じことを。議長がキレるときよりは、まだわしのほうがキレやしいんじゃけど……。 

○財務部長（近藤常彦君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、近藤部長。 

○財務部長（近藤常彦君） 今ちょっとわかりかねますので、調べさせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 昼の休憩の時間に調べてください。 

 委員さんにもお願いするんじゃけど、臆測でああじゃこうじゃ、誰が言ようたじゃ、たらじ

ゃとか言わん話でぴちっと言うてくださいよ。別にどっちの肩を持ちょんじゃねんじゃけど、

僕は、今後赤磐市がようなるために、そういうこともあったり、どうなっていきょんかという

のも、基金もぴちっとやっていただきてえと。僕は、ただ東と西が本当に共同していろいろな

事業を進めてこらりょんのに、今こういうことで分けてしたら感情的に嫌になる。例えば、僕

は周匝に住んで中村じゃ。ほんなら福田と中村で分けていきましょうと言われたら困るでしょ

う、せっかく一緒に共同しょんのがばらばらになるから。極端な話ししたら、福田やこうのこ

と言うたら、これ削除に書いといてくれ、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・そういう悪いとわかったとこは直さにゃおえんのんじゃ、毅然と、間違うた。僕は

それが言いたかったんで、ぜひ調査してくださいということを言いたかったんで、昼のときに

はお願いしますから。 

 他にありませんか。 

○副委員長（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） その回答にもよるんですが、私は、さっき委員長が言われたよう

に、今未施工の公園がまだあるわけですよね。今後またつくっていくんかどうかです。 

 ほんで、前言ったように、東は１町内に２つ、３つ、４つあるんです、児童公園が。西は１

個しかないです。西２丁目はゼロなんです。今の段階でもゼロなんです。で、前言ったよう

に、今既成の、つくられている児童公園を整備してほしい声もあるんです。でも、この前の話

だったら使えないという話になってたりしてるんで、それはおかしいんじゃない。だから、そ

ういった意味で、さっき市長が言われたように、もう一回協議をしながら、本当に市民の方が

求めているものをつくっていかないと。せっかく今できてる公園を整備していかないと、どん
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どんつくっちゃって、さっき言った10年後には市の予算で今度は整備していかにゃあいけん、

また。それが果たしていいのかどうかですよ。維持管理していかんにゃいけんわけです。それ

よりは今あるところを……。 

○委員（下山哲司君） それは協定書のときに言わにゃあいけん、今言うてどうするん。 

○副委員長（松田 勲君） いや、だからそこを、協定書はそこまで書いてるんかどうかわか

りませんけど、その辺をもう一回確認をしながら、地域の方とも相談をしながら、本当に必要

なものを建てていかないとどうなのかなというのは思うんですけど。その辺、市長どんなです

か。 

○委員長（北川勝義君） それは言ようたんじゃねん。 

○副委員長（松田 勲君） 前も言ようた。言ようたけど、使えんと。 

○委員長（北川勝義君） 使えんけど、例えば学校用地で寄附を受けとっても、草を刈らにゃ

あ、学校用地でも学校用地にしないから今太陽光にしとりますが。環太平洋のサッカー場にす

る言ようたんと同じで、もうこれは赤磐市がそういう用途がのうなったからしていきゃあええ

ということで考えとんじゃけん、平成17年にしたときの考えやこうらずっと変わってくると思

うんじゃ。それは、今松田委員が言わりょうる、市長も考える、関係者とよう相談してやって

いただきゃあええと思うんです。それは議会の、もうこういうことをやらにゃおえんというこ

とは、要らんのにそこだけつくる必要もねえんじゃねえかという。こんなことわかりゃしませ

んけんな。５年後には、全員がネオポリスの東から出て西のあいとるところへ動こうかという

て、皆引っ越ししょうかというたら、今度は西へしてあげにゃあおえんのんじゃけん、考えは

いろいろあると思うんで。僕はかえって、こんなことを言うちゃあおえんけど、内田副市長、

下水しょうたけんあるで、やっぱり水にしても漏りょうるのがようけえありますが。不透明水

というたらおかしいですけど、そういうなんを直すのは本当に相当の金がかかるんですよ。赤

磐市の損害がふえてくるんですよ。こんな基金は、ここばあじゃのうて本当はためとくべきじ

ゃと思うたんです。僕が要らんことを言う話じゃねえけど、そういうことなんで。答えを今も

らう。もらわにゃおえんの。 

 他にありませんか。 

 市長、答えられる。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） おめえ、また答えるんか、あんた。おめえ、でえれえ。 

 はい、直原課長。おめえ、副市長でもするつもりじゃな。 

○財政課長（直原 平君） 済いません。 

 先ほどの市民の方から分担金をいただいたかどうかは、また昼に確認させていただきますけ

れども、これの説明資料の真ん中どころに書いておりますけれども、そこにずっと書いてあり

まして、17年３月３日に協定書と覚書を締結いたしました。その後、市費の持ち出し等でたび
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たび大和ハウス等と協議を重ねまして、先ほど言いました21年３月31日に確認書というものを

結びまして、その年の５月29日までに１億1,846万4,000円を納入していただく、大和ハウス工

業さんからいただきました。それにつきましてはお示ししてないんですけど、先ほど言いまし

たように、公園新たな設置が４カ所、そのほかは主に草刈りとか樹木の伐採ということになり

ますけれども、この20カ所の今後必要であろう経費、これにつきまして積み上げたものが１億

1,846万4,000円でございます。それを積み立てておきまして、この20カ所に限っての基金とい

うことで、果実は別にいたしまして、事業実施につきましてはこの20カ所に限った内容という

ことで基金を創設したものでございます。 

 その後の果実、それからこれが枯渇した、事業を実施した先はちょっとまだお答えできませ

んけれども、今松田委員もおっしゃいましたように、それじゃあ必要なくなった、果たして４

カ所のこの整備が今必要なのかということにつきましては、今のところ今後協議をしていくと

いうことでございます。 

○委員長（北川勝義君） それ、市長が言うたがな、おめえ。 

○財政課長（直原 平君） はい、そうです。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 補足説明しちゃりょうんか。 

○財政課長（直原 平君） 分担金を住民の方からいただいたかどうかというのは、確認させ

ていただきます。 

○委員長（北川勝義君） それは、じゃけん昼の休憩時間に確認せえというのを何遍も同じこ

とを言わんでもええじゃねえか、おめえ。わかった話じゃねえ。自分が担当で締結したんじゃ

なかろうがな、交渉したんじゃねかろうがな。あれと同じじゃ、ＵＳと同じじゃ、5,000万円

出すというて出しゃあへんし。話はわししたんじゃ、目の前で。まあ、ええ、よろしいわ。 

 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで財務部を終わりたいと思います。 

 皆さん、時間は早うても、下山さんえかろう。 

○委員（下山哲司君） ええよ。 

○委員長（北川勝義君） 昼早うてもえかろう。そうしたら、後が早う終われますけん。 

 12時半まで休憩とします。 

              午前11時53分 休憩 

              午後０時31分 再開 

○委員長（北川勝義君） それでは、再開します。 

 それでは、先ほどのありましたら、大和の関係で答弁お願いします。 

○財政課長（直原 平君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、直原課長。 

○財政課長（直原 平君） 失礼をいたします。 

 午前中の大和ハウスからの分担金の件ということでございまして、住民の方からいただいた

ものが使われているのではないかという御質問もございました。大和ハウスの営業所等にも確

認をとりましたけれども、当時を知られている方がなかなかいらっしゃらないということで、

うちの関係で一忚いろいろ聞いてみました。市民の方からいただきました団地維持管理費40万

円につきましては、行政への移管が終わりました時点でお返ししたということでございまし

て、現在積み立てております１億1,800万円というのは、大和ハウス工業さんから直接出たお

金でございます。 

 これについては、１つには公園の整備開発……。 

○委員長（北川勝義君） 直原課長、そねえなことはええから。 

○財政課長（直原 平君） よろしいですか。 

○委員長（北川勝義君） 早い話が、個々の建設協力費したのは、市へ移管して、下水とか水

道を移管したときに還付したんじゃということで結構なんじゃ。それはそういうことですん

で。 

○財政課長（直原 平君） はい、済いません、そういうことでございました。 

○委員長（北川勝義君） またわかれば。ようしゃべりてえんじゃったら、またしゃべりゃあ

ええから。 

○財政課長（直原 平君） ありがとうございます。 

 済いません。 

 以上、報告を終わらせていただきます。 

○委員長（北川勝義君） 次に、教育委員会で、教育委員会のほうはまとめていかせていただ

きたいと思うんですけど、どうしましょうか。分けましょうか。分けようか。 

 いやいや、教育総務課、学校教育課、スポーツ振興課と分けましょうかという意味。皆さ

ん、ほんなら分けさせていただきます。 

 それでは、教育総務課のほうのひかり幼稚園の竣工式について。 

 これは何も別にあることもねえと思うけど、どんなでしょうか。 

 よろしいか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、12月22日が竣工式ということで、皆さん協力よろしくお

願いいたします。 

 次に、学校教育課の平成26年度学力・学習状況から頑張る学校忚援事業までの３点を議題と

します。 

 質疑ありませんか。 
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○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 僕のほうから、21ページ、問題行動等、生徒指導上の諸問題に関す

る調査結果、これについてお尋ねいたします。 

 まず、いじめの認知件数のところなんですが、いじめを考える週間や人権週間などでの各校

の取り組みが成果を上げていると考えるとおっしゃられているんですが、これ、成果を上げて

いるとお考えになられてる根拠っていうのは何か、もうちょっと詳しく説明していただけませ

んか。具体的にわかりやすく。何か言葉だけ並べているように、そんなふうに感じてやまない

んですが。お願いできますか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） いじめを考える週間、人権週間等での各校の取り組みが成果

を上げているというところなんですけれども、具体的に言うと、いじめを考える週間におい

て、例えば各学校でそのときに教育相談週間の時間を設けて、子供一人一人と今の様子等につ

いてしっかり聞いたりするのを、いじめを考える週間とか人権週間にやっております。 

 特に、いじめを考える週間は６月、それから人権週間はこれからというところでございま

す。各学校において、一人一人の子供たちの様子を特にしっかり聞くのをこの週間に合わせて

しているということでございます。そういった中から、いじめの認知があったり、またはどう

いうふうに解決していったらいいのか、そういったのを特にその週間に合わせてやっていると

いうところです。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 詳しくありがとうございました。 

 じゃあ、済いません、ちょっとお尋ねするんですが、このいじめを考える週間、人権週間と

いうのは、起源といいますか、いつぐらいからこれをおやりになられている取り組みなんでし

ょうか。最近になって始めたものなのでしょうか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 人権週間につきましては、これはもういつごろからというふ

うなことはあれなんですけれども、ずっと以前から行っております。いわゆる国がしておりま

す人権週間があると思いますが、それに合わせてやっているものです。 

 それから、いじめを考える週間につきましては、県の教育委員会のほうが、いじめがかなり

多くなった時期があったと思います。そのときに県のほうが６月に行うということでずっと取
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り組んでおり、このいじめを考える週間については、もう岡山県一斉にどの学校も取り組んで

いるというところで、時期的なことは申しわけございません。何年から始まってということに

ついては十分承知しておりません。申しわけありません。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、平成21年10件――中学校です――だったものが、平成

22年翌年には46件とふえています。また、平成23年には12件と減っているんですが、平成24年

には21件とふえています。このいじめを考える週間や人権週間等々の各校の取り組みが成果を

上げているんであれば、ふえないんじゃないんですかね。これ、ふえた原因って何なんでしょ

う。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 24年度、25年度については数値がふえております。これにつ

きましては、いじめの事件等が全国的に発生したのもこれに重なると思いますが、各校に対し

ていじめに対してしっかり調査していくように、調べていくように、本当にいじめが起こって

いるのかいないのか、しっかり子供たちから声を聞いていったりすることによって、先生方、

学校現場がいじめの認知を、いじめをしっかり探し出していけるようになったというところで

件数自体はふえておると思います。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であればというような聞き方をまたするんですが、今、じゃあそう

いう取り組みをしっかりおやりになられているので、学校の中は平穏な状態であると、以前の

ような状態にはない、改善したんだと、こういう御説明でよろしいですか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 坪五課長。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 平成26年度、今、１学期も同じような調査をしております。

平成26年度１学期もいじめは何件が発生しておりますけれども、現段階ではいじめについては

解消しているというふうに学校から報告を受けておりますけれども、いじめはいつどこで起こ

るかわからない、常に危機感を持って対忚はしていく必要があると考えております。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、次の暴力行為の発生件数にお話を移したいと思うんです
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が、最後のところに警察等の関係機関との連携を推進していくと、こういったぐあいにお書き

いただいてるんですが、前回の委員会のときでも私は御指摘をさせていただいたんですが、や

っぱり学校に警察が来るということについては、親御さんのほうから非常に敏感な反忚をいた

だくことになっております。自分の子供からとか近所の人たちのお話から聞くと、赤磐の中学

校、小学校、大分落ちついてきてよくなりましたよね、こういったぐあいに皆さんお聞きにな

られているわけです。そういう中で、また他方、近所の奥様方とか、または自分の子供から、

きょう学校に警察が来たんだってってこういう話になると、また何かあったのかなと、こうい

う話になるわけですよ。それで、非常に動揺されるということがありまして、私の考え方とし

ましては、なるべく用事がないのに、御家庭の動揺を引くというようなこともありますので、

警察関係の方に学校のほうに無理に立ち寄っていただく必要というのがないのであれば、最低

限避ける努力というのはしていくべきではないかなと、こういったぐあいに思っているんで

す。でも、ここのところには警察等の関係機関との連携を推進していく、推進していくと書か

れているわけですから、その考え方とはまた真逆の方向に行ってるのかもしれません。 

 そこで、済いません、ちょっと長くなるんですが、僕の経験則で持論を話させていただきた

いんですが、僕は中学校のときに非常に悪くて、中学校の先生とかに大分御迷惑をかけてきま

した。振り返りますと、先生方に御迷惑をかけてきたのが、もう佐々木はだめだということで

ぽんと突き放されて、あのときに何でもかんでも警察にというような形をしていたら、僕は果

たしてその先生とおつき合いが今どうなっているのかなと疑問に思うところがあるんです。で

も、こういった教育のことに関しまして、僕も非常に積極的に、特に今は人間教育、問題行動

のある非行性のある子供に対して積極的にかかわっている中で、自分だけではなくてそういっ

た僕を見詰めてくれた当時の中学校の先生方に御意見をいただきながら、アドバイスをいただ

きながらしているんですが、果たしてそういうことが、この年になって、もしあのときに先生

がぽんと突き放して、佐々木はということで警察に警察に、もう何かあれば、佐々木、警察な

んだというふうにやられていたとすれば、果たして僕がその先生方と今のような信頼関係、僕

の一生の宝だと思ってますよ、その先生方とのかかわりというのは。一生の宝だと思ってま

す。その宝を僕は得れたのかなと思えば、この学校教育現場に警察の方々が入ってきて、何で

もかんでも警察だ警察だと、余り学校内の教育というような性質のものから離れたようなもの

がそこのところに入ってきた場合、その子供たちは将来僕と同じような宝を得ることができる

のかなというふうに考えたら、僕はちょっとやっぱり違うんじゃないかなと、こういったぐあ

いに思うんです。 

 だから、この推進していく、何かあったときには御協力いただく、対忚いただくというのは

当然のことなんですが、そのところを余り拡大解釈して、本来学校の中の正義、平穏を保つの

は誰の責任なのかというところを考えてまいりましたら、そこの部分で僕は非常に力を入れて

いただきたいなと、こういったぐあいに思っているんですが。これはやっぱり推進していくん
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ですか。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 佐々木委員さんのお気持ちは大変よくわかります。ここでさらに警

察等の関係機関との連携を推進していくという、今、学校、警察が常に学警連という組織で年

に２回開いております。しかも、場所は赤磐警察署の中で開いております。委員さん御心配す

るような点では決してございません。学校、警察の連絡会を大事にしていきながら、学校は、

委員さんが以前御心配されておりました学校警察連絡室の件も含めますが、これはあくまで学

校の要請がない限り学校へは立ち入りません。しかも、必ず赤磐署生活安全課に連絡をとり、

そこでなおかつこれは必要であるという判断のもとで学校へ入ることがあるかもわかりませ

ん。ですから、決して今までの方向とは変わっておりませんことをお伝えいたします。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ぜひ、そういったことを守っていただきたいと思います。というの

は、私の経験則で先ほど申し上げましたが、やっぱり今、自分が中学校のときに担任をしてい

ただいた先生方との今でのきずなというのは、中学校のときに、佐々木が悪かったときに何で

もかんでも外部に頼るんではなくて、全力をもって僕に向き合ってくれた、ここのところの信

頼関係というものが今の僕の宝になっていると思っているんです。同じようなことを僕は今の

赤磐の子供たちにも感じていただきたい、将来。こういったぐあいに思ってますので、そこら

辺のところはぜひとも考えていただきたい、保持していただきたい、要請といいますか、お願

いを申し上げておきたいと思います。 

 私のほうからは以上です。 

○委員長（北川勝義君） 意見ということでよろしいな。 

○委員（佐々木雄司君） よろしいです。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） ねえ言うてあるんじゃ。 

 他にありませんというて、私、ちょっと関心。 

 このこと全体じゃないんですけど、全体の流れで、学力とか学習状況の調査とかというの

は、これは必要なことなんじゃけど、今、全国によっては、市町村によって県によって公表す

るとことせんとこがあるというんで、赤磐市は順位は出して、いろいろあるんじゃけど、そこ

ら辺の考え方、今どうこういうんじゃないんですけど、今後のとき、市長を初め教育長、検討
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していただかにゃおえんと思うんです。例えば言いましたら、中学校単位で出すとしたら、赤

磐市の中で地域別に出すとしたら、吉五地域１件とか赤坂地域１件、山陽以外は皆１件じゃか

ら全部わかるようになるでしょう、熊山も含めて。じゃから、出し方を考えていただいて、あ

あここじゃろうなというのが想像できても、ここじゃというのがわかるようなことは特定でき

んようにしていただきてえと思うんです。先生も一生懸命やらりょうるし。 

 せえから、今さっき佐々木委員が言われたこともようわかる。僕らもなかなか意地が悪かっ

てそこそこ迷惑もかけたこともあるんじゃけど、別に昔のときは、一忚佐々木さんと僕、ちょ

っと年が違うけど、よう立たされたり殴られたりするんもしょっちゅうじゃったんで、今ごろ

はそういうことは、小田議長やこうのときはしょっちゅうあったと思う、小田議長がじゃねん

で、時代のときは。体罰じゃねんじゃけど、先生が尐々怒ったり、げんこつ入れられるのは当

たり前じゃったんが、今そういうことを学校でちょっと言葉のあれでやって、ちょっと引っ張

ったというたら、校内暴力、先生が振るうたんじゃというて先生がやめにゃあおえんようなこ

とになるから、難しいとこもあると思うんで、いろいろなことがあったんじゃねえかと思うん

で。 

 ただ、ここで問題行動のことも絡んで全体のことを言よんですけど、調査をして、どのよう

にこれを生かしょんですか、聞きてえの。調査をすることは大事なんですよ、公表も。調査を

どう生かしょんか。何でこういうことを言ようるというたら、今現在で赤磐市は、たしか光成

委員が言われて、言われたから言うんじゃねえけど、いろいろあって、僕らもそれは賛成なん

じゃけど、35人学級が実現してきて、やられるということ、落ちついたとかきめ細かくできる

ということであるんですけど、国のほうの方針でいうたら、それして何の効果があったんな

と、ありゃあへんじゃねえか、今度は40人にしてもええんじゃねえかとか。それから、道徳教

育の時間をつくらにゃおえんじゃねえかということをもうしきりに言うて。昔の猫の目農省す

わ。農省は転作せえというて、転作すなというて、２年に１遍ぐらいころころころころ変わり

ょうて、農水省の言う逆をしょうりゃあもうかるような気がして、変な話じゃねえですけど。

これもやっとこういうことをやっていき出したらまた変わってきたりするんで、国の制度じゃ

というて、これは市長が答えるんか教育長か。どうするんですかな、今度はまた35人学級やめ

て40人学級にせえとかというようなことになってきて、もう国が言うてきたらすぐ受けるんで

すか。それで、道徳の時間もつける、道徳は悪い言ようりません、必ず必要なことで、家庭と

一緒にやらにゃあおえんこっちゃけど、そうしてくることに授業時間が減るでしょう。そうし

たら、結果的に学力が減ることで落ちてくるということの可能性もあるし、自慢話するんじゃ

ねえけど、僕の同級生、なかなか頭えかったんですよ。僕の同級生で分数もようせん、ほんま

引き算ようせんのも結構おったんですよ。今社会へ出てその人がおえんことはねえ、しゃんと

して会社しょうる人もおるんですよ。分数とは言わんですけど、すげえ奇抜なことを考えてす

るんもおるんでいろいろわかる。勉強だけじゃねえけど、学力だけで十把一からげもいけん
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し、いろいろ考えたら、この結果が出たことでどのような運用するかという考えがわかりゃあ

１点。 

 それからもう一点が、35人が40人学級とか、例えばいろいろ。道徳教育はええと思よんで

す、わかっとんです。なったときに市はどのような対忚するんじゃろうかと思うて。また、は

い、ほんなら40人に戻しますよというてやるんか、今のようにやっていただけるんか。 

 それから、頑張る学校忚援事業の優良実施校のことについて、これは新聞をいただいたんで

よくわかってええんですけど、これはいつまでやられるというんか、これも岡山県が30校でや

って、今決まって、中にはどっかの市町村はもううちは要らんと、こういうことじゃというて

辞退しとるとこもありますわな、岡山県下の市町村で。じゃけど、こういうなって僕はええと

思うとんですけど、これがいつまでやってもらえるんじゃろうかというのを聞きてえんです。

県のこっちゃけんわからんというのもあるんじゃろうけど。ことしはこういうこって、山陽

西、石相、高陽中学校ができた。しかし、ほかのとこ、欲しいというとこもあると思うんで

す。いつまであるかというのがわかりゃあ教えていただきたい。その３点をお願いしたいと思

います。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育長。 

○教育長（杉山高志君） まず、状況調査等の結果の活用につきまして、これは本資料でした

ら20ページ等にこれらの調査の結果、特に１点、２点、３点を頑張っていこうという一つの方

向性が見えてまいりました。 

 それから、問題行動等につきましては、例えば不登校の児童・生徒への対忚については、初

期対忚、欠席３日目までの対忚が大切であるというようなこともわかってまいりました。暴力

行為等については、先ほども指摘がありましたが、本当にかかわってくださる先生方、もうこ

の大切さというのは、これは今まででもわかっておりましたが、そのために、尐しでも対忚が

ゆとりを持ってできるように、現在市費で各学校へ支援員等を配置しております。そういうた

めの資料として活用させていただいております。 

 35人学級等につきましては、市長のほうからお願いいたします。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 35人学級の今後の方針をということなんですけども、現在35人学級が

赤磐市の小学校全校で実施されてます。内容は、小学校４年生までは岡山県が教員を配置して

ます。５年生、６年生については、赤磐市が独自に配置しております。この結果といいます

か、実施した後の学校の状況等を私も現地へ行って見させていただいておりますけども、これ

は非常に効果を上げているという実感を持っております。新聞等で書かれてるような35人の弊

害というのは私には確認できませんでした。 
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 したがって、40人学級がいいか35人学級がいいかというと、絶対に35人学級のほうがいい

と、赤磐市ではそういう結論に達しております。その状況が続く限りには、赤磐市独自でもこ

れを継続していきたいというふうに考えているところでございます。 

 国のほうには、この春にも岡山県市長会を通じて、全学年、県のほうで教員の配置をしてい

ただくよう要望をしているところでもございます。そうしたことで、赤磐市としての方針は、

これが特別弊害があるということが認められれば考え直しますけども、それがない限りには継

続するものと私は考えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 頑張る学校は。 

 はい、教育長。 

○教育長（杉山高志君） 済いません、落としておりました。 

 これは、表面上、要綱には一切出ておりませんが、県の心のうちとしては３年間ぐらいをと

いうお考えのようであります。これはまだ一切報道等でもされておりません。 

 以上であります。 

○委員長（北川勝義君） 僕が何が言いてかったというたら、玉野じゃとか、教育委員会から

必要ねえと、比べたりするから要らんというようなことが出たとこがありますが。ほんなら、

そこは除いて、今度はそれ以外のとこだけするん、これもナンセンスじゃと思うんですよ。県

のことを考えというのはおかしいけど、僕はやるんじゃったら全部やってもらいてえと思うた

りして、あと二、三年、あるんじゃったらというても全体には回りませんが。問題ねえとこへ

せえというんじゃねんじゃけど、やっぱりこういう一生懸命取り組んで頑張るんじゃというた

ら、僕は悪いから頑張るというより頑張ってなおようなるというようなことをしていただきて

えと思うたんで、逆に言うたらここを、教育長は全部見られてわかっとるかもしれんですけ

ど、前々教育長も理解しておりました、土五原教育長も。僕は見て、うちらの関係も学校もい

ろいろあります。じゃけど、見とったら、50人とか100人とか小さい学校があるでしょう。や

っぱりそれはもう物すごまとまって、僕が今知っとる限り、仁美小学校、城南小学校じゃ、ほ

か余り行ってねえからわからんですけど、いじめやこう100％ねえと思うとんですよ。上級生

が下級生を指導するというんか、連れて帰るんも一緒に、全部行動してきょんも、これが大変

言い方は悪いけど300人じゃとか400人の学校になったら、うちの関係でも嫁も山陽西小学校へ

行きょうたときは1,200人ぐらいのときに行きょうたら、やっぱりそういうときじゃったらあ

ったかもしれんのんじゃねえかと思うんじゃけど、いろいろ思うたんですけど。教育長、これ

は岡山県の事業で、市長にも聞きてえんじゃけど、どうも忚援費100万円もらえるけんどうこ

うという話ししょんじゃねんじゃけど、僕は逆に言うたら100万円もろうても全部どっこも同

じようにしてあげりゃあええなと思うたわけです、代表は３つがもろうても。僕の考えです

よ、考え方。それは事業的にできんのんかもしれんけど。 
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 それから、今言う、問題がある学校じゃけんやるんじゃのうて、頑張りょうるけんやるとい

う、いうたら岡山県の善行賞じゃな。善行賞をもらえるような、そういう感じのようなことを

やっぱり考えていくべきじゃねえかなとちょっと私は思うたんで。 

 せえで、今ここで言うたら問題がある学校だけしかもらえんようになりゃあ、もうあとはそ

う問題ねえん。いや、あと問題がなかったらもらえまあ。教育委員会が出すんじゃろ。立候補

するわけじゃろ、要するに。いや、立候補せんのんかな。いやいや、立候補するんじゃろ、ど

んなんです。ちょっとわからんで聞きょんじゃ。 

○教育長（杉山高志君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育長。 

○教育長（杉山高志君） 各学校が今回忚募してみようということで……。 

○委員長（北川勝義君） じゃけ、立候補じゃろ、要するに。 

○教育長（杉山高志君） はい。それを受けて、私たちが県のほうへ推薦をいたしました。そ

ういう中で、私たちはどの学校、園も頑張っているんだと、もうその思いは大変強く持ってお

ります。 

 それで、それを事業化、どんなにかできないだろうかなというので、当初予算でこういう…

…。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、そんなこと言よんじゃのうて。 

○教育長（杉山高志君） そういう思いを酌んであげたいというものを、できるかできないか

わかりませんが、現在考えてはおります。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

 他になければ他に移りたいと思います。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 僕のほうから１件、落ちてたんでちょっとお尋ねをしたいんです

が、頑張る学校忚援事業について、高陽中学校でしたよね。携帯電話の持ち込み云々と、これ

はマスコミなどにも強く取り上げていただいて、赤磐で、ああ先進的なことができたなという

ことでみんな喜んでいる内容だと思うんですが、それに関係する話だと思うんですが、知事の

ほうから、家庭において９時以降のスマートフォン等々の使用について踏み込んで介入するん

だというような方向性が報道などでとられていますけども、これは県の方針としてはそうなん

ですが、うちの赤磐市としては、もしそういうな方向が出たら、もしですよ、もしで大変恐縮

なんですが出たら、うちの赤磐市もそれに倣って家庭の事情に踏み込むんですか。お考えをち

ょっと聞いておきたいと思いました。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（松田 勲君） 答弁願います。 

 坪五学校教育課長。 
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○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員御指摘の知事のですけれども、あれにつきましては、山

陽新聞と産経新聞と２社で報道があったというふうに聞いております。実を申しますと、市教

委のほうにはまだ具体的な説明が届いておりませんので、新聞報道によりますとそのように書

いてあるというふうに認識しております。今後、県のほうから具体的な説明については市教委

のほうにあるというふうに理解しております。 

 以上です。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） じゃあ、済いません。そういった報道がなされているということを

踏まえてお尋ねをするんですが、一般の家庭において、国家権力の分権を受ける行政があれを

しなさいこれをしなさいと命じたり指導したりするということは、この私たちの日本における

民主主義の社会において正しいことなのか正しいことではないのか、そこら辺どういった御見

識を持っているのか、そこら辺だけお答えいただいていいですか。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○学校教育課長（坪五秀樹君） それぞれ携帯電話とかスマートフォンの利用等につきまして

は、家庭のほうで買い与えているということでございます。そういったスマートフォンや携帯

電話等の問題等につきましては、今学校のほうでは、ＰＴＡと学校が協力して具体的な利用時

間を決めたりとか、そういった実勢のほうを積んでいるところであります。教育委員会のほう

からというのではなくって、保護者、地域からというお声が重要ではないかなというふうに考

えております。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、新聞紙上のこともわかって、９時までじゃというのを

僕らも読んでいろいろあるんじゃけど、本議題に余りねえんで簡略に。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ありがとうございました。 

 担当課長のほうの御見解はわかりました。それにつきまして、教育長と市長のお考えという

のはどんな感じでしょうか。 

○教育長（杉山高志君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、教育長。 

○教育長（杉山高志君） 実は、県のほうから一つおわびがありました。といいますのが、全

然私たち教育委員会へも相談なしに先に報道が出てしまったと。本来は、10月31日の県の教育

委員会議において取り組みの方向性を確定したいと考えていると。11月１日の岡山教育の日以

降、家庭、学校でルールづくりがなされるよう働きかけていきたいという趣旨だったんです

が、それが報道へ先に出てしまったと謝りが、きょう、私に来ましたもんですから。 
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○委員長（北川勝義君） そりゃあ、教育長、先に言うてくれりゃあええのに。 

○教育長（杉山高志君） ですから、例えば一番効果的なのは、買い与えた親に本当は責任が

あるわけです、与えるときに。しかも、与えるときに、もう与えてしまった親できちっともう

何時までにしようということが言えない保護者等については一つのいい方向性になるなと。 

 ところが、９時というても、もう私たちが心配するのは、９時等ってまだおうちへいらっし

ゃらない保護者というのはたくさんいらっしゃるわけです。ですから、それぞれの状況の中

で、それぞれの学校の実態に忚じて、学校、保護者、ＰＴＡ等がこれから協議していきましょ

うという趣旨のもんですから、協議していく一つの趣旨としては私はいいなと思いました。 

 以上でございます。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） 私のほうの見解をということですが、簡単に言わせてもらいます。 

 高陽中の取り組みというのは、学校、それから生徒、それから保護者、３者が誓約書を出し

て自主的に実施すると、これが本当、こういったことをするのには理想の形だと思います。で

すから、この高陽中の方式が全国へ広がっていくっていうのは、本当にいいことだと思います

し、これを我々自治体としても目指すべきと考えているところです。岡山県等の政策がどうし

ていくかっていうのは、これから注視してまいりたいというふうに考えているとこです。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 僕が口を挟むのも長うなるけえあれじゃけど、教育長、それは先に

教育長もそういうお断りがあったんじゃ言うてください。要らんこと言うような話が。 

 それから、もう保護者とかどうこうというて、ああじゃこうじゃ、これはもうはっきり自己

責任もあるんじゃから、高陽中学校みてえに携帯預きょうとかというて自主的に言われてきた

ようなとこみてえな参考のええ意味のができていきょんじゃから、余りこっちが無理やりに押

しつけ押しつけやりょうたらかえって反発もできてくるんじゃねえかと思いますよ。その辺の

ことはよう相談してやっていただきてえというんがあるんで、お願いします。 

 他になければ次に移らせてもらいます。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） スポーツ振興課のほうのＢ＆Ｇ海洋センター指定管理の方向性につ

いてはよろしいですか。 

 何かありますか。 

○委員（下山哲司君） よろしい。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） きょう、資料、前にもろうとったのを持ってくるのを忘れたんじゃけ

ど、10月に指定管理のあれを出すということになっとったな、前の資料。ほいで、４月１日か
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ら実施するという資料じゃなかったかな、前もろうたの。 

○委員長（北川勝義君） そうじゃねえ。 

○委員（下山哲司君） ちょっと忘れとったんじゃけど。何できょうになってその話が変わる

んか、それを説明してください、もっと詳しく。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 今回、先ほど下山委員が言われたとお

り、前回の資料には９月から公募をさせていただいて指定管理者のほうを募集し、12月に議会

のほうで御承認をいただき、４月から移行するというような形のことを御相談を申し上げたか

と思います。この指定管理者制度のお話につきましては、この委員会のほうへ５月ぐらいから

お話のほうを出させていただきまして、７月と９月の委員会の中では、皆様方のほうからいろ

んな御心配をいただき、特にいろんなところに関係してきますＢ＆Ｇ、そして一緒に指定管理

をお願いいたします周辺の施設の利用料のほうを来年４月から、施設もよくなり、そして近隣

であるとかそういうところ、市内の状況を見まして、増額させていただくお話を御承認いただ

いております。 

 その中でもいろんな御心配をいただきまして、かえって利用料金を上げるというようなこと

で利用者のほうが減るんではないかというようなこともありました。そういった中で、上げた

後、約半年程度の状況を見て、余りに利用のほうが下がるようでは再度検討すると。利用料金

の見直しを図ることを踏まえての御承認をいただいたというようなことがありました。そうい

ったものがあるさなかで、現在５年間の指定管理制度、特に管理料のところに響いてくる話に

なってきますので、いろいろと２回の委員会の中で御意見をいただいた以上、事業課といたし

ましてもここは慎重に、そういったことを解決した後でしっかりと準備をして指定管理のほう

へ入っていきたいという結論に現在思っておりますので、今回このようなことを御報告させて

いただいたというのが実情です。 

 以上です。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） じゃから、いっつも言うように余り軽々し過ぎるんじゃねんかという

話じゃ。するというて市長が言い切ってえて、ちょっと委員長が言うたらすぐ変えるじゃとい

う、そんな話にはならんじゃろというて言う。 

○委員長（北川勝義君） 今ちょっと、今いうて言うぞ、おめえ。 

○委員（下山哲司君） 委員長言うたんじゃけど、そりゃあ。意見でな。 

○委員長（北川勝義君） 委員長が言うたからじゃなしに、意見じゃ。 

○委員（下山哲司君） じゃから、それはせえでええんじゃ。 
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○委員長（北川勝義君） ようねえわ。 

○委員（下山哲司君） あれ、資料では1,000万円減額できるという資料を配っとるわけでじ

ゃけんな、委員に。それから１年延ばすということじゃろ、今の説明でいえば。何でそんなこ

とになる。そんな軽々しゅう。それは市長が答えにゃあおえんことじゃけど、ちょっと余り

軽々しい。今までもずっと言うとる。物事を軽々しゅうやり過ぎるんじゃないんというて言う

とるのに、はあ言うた口の先からこんな軽々しいことが起きるんかな。余りにもお粗末過ぎり

ゃあせんの。1,000万円も違うんじゃろ。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、ええですかな、下山さん。 

○委員（下山哲司君） うちらの地区でいうたら、地区の中に500万円ほどの事業をお願いし

とっても10年たってもまだできん。１番地で同じ草生地内じゃからな。そういうとこで

1,000万円浮くことが、１年延ばしたら２つもできるじゃない、事業が。考え方によりゃあ、

お金でいうんなら。もっと周りの環境を考えてよう、一度言うたことはきちっと実行するよう

にしてもらわにゃあ。それで、職員だってもう配置の人数のあれは決まっとったんじゃねん。

３人おるんじゃ、あそこに。置かんことにしとったんじゃろ、もう来年から３人。行き先は決

まっとったんじゃないん、もう。そういうことからして、どうも物事が余りにも軽過ぎる。さ

っき委員長、わしが言うたら一委員が言うたらというてぼっこう言うたけど、そういう問題じ

ゃねえと思うよ、これは……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待てや。ふざけやがったらこらえんど、おめえ、なめやが

ってから。 

○委員（下山哲司君） 何が。 

○委員長（北川勝義君） ちょっとええかな。 

○委員（下山哲司君） いや、わしが……。 

○委員長（北川勝義君） ええか、終わったか。 

○委員（下山哲司君） まだ終わってない。 

○委員長（北川勝義君） 言ええ、ほんなら、早う。 

○委員（下山哲司君） じゃから、そういう委員長が言うたら変えるのは……。 

○委員長（北川勝義君） 一委員じゃねえわ。ふざけやがったらこらえりゃへんぞ、おめえ。 

○委員（下山哲司君） そういう話じゃあありゃあへんよ。資料出してやりますというて言う

たもんを、そのくれえの理由。料金と何が関係あるん、それ。 

○委員長（北川勝義君） おめえらのときすぐやめたがな、執行権じゃがな、これはもう。 

○委員（下山哲司君） やるというて決めたことを変えるのが。余りないと思うよ。 

○委員長（北川勝義君） わかりました。 

○委員（下山哲司君） 市長、答弁願います。 

○委員長（北川勝義君） 答弁の前に一言言うときます。ふざけたことを言うちゃあおえん
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よ。私が言うたのは、そういうなこと、1,000万円が不足するからせん言よんじゃねえ。知ら

ん者が聞いたら1,000万円要らんのんをする。下山さんが言うのは一委員が言うたり、市長、

部長、認めとるこっちゃからわしが言よんじゃ。せえから、今言よんのは、僕とほかの人も言

うた。施設が同じじゃったら利用量が下がるんじゃねえか、上げたら言うたん。何ら遜色ねえ

というて。施設は負けん、同じように整備できた施設じゃと。ほんなら利用量が下がったらど

うするんな言うた。利用量が下がったら全体値が違うてくるんじゃねえかということを提案し

たんじゃがな。何が一委員長が言うたけえ、ふざけたことを言うんじゃねえ。それとこれとは

別なんよ。やるやらんのことは別じゃけど、やるなと言うたんじゃねえ。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 最後までちょっと待て。 

○委員（下山哲司君） 答弁、答弁。 

○委員長（北川勝義君） 答弁ちょう待って。 

 最初が使用料というたろうが、４月からやるというて。遜色はねえ、同じ箇所でできるかと

いうたら、松田さんも言われたが。同じとこへ行くんじゃ、そっちへ行かんようになって、同

じ使用料が高うなった、その調査をやってみてやらせてもらうからという話から考えたという

んじゃったら、それとまた全然言ようる話が筋が違うのを一緒の話にしてくれな、おめえ。む

やみやたらに言うんじゃのうて。せえで、500万円事業できんのあったらせにゃあええが、し

たかったらすりゃあええがな、おめえ。そねんなことは執行権じゃ。わしらが絶えず言うた、

執行権に介入する、下山さんが一番言ようたがな。これは個人攻撃の話じゃのうて、わけのわ

からん話を人の名前をつけたりして言うんじゃったら、僕が言よんのは事実のことがあったか

ら言ようたわけ。事実認めたから言ようたけえ。それ今言よんとは、これは僕は指定管理をす

るなと言うとりゃあへん。指定管理する前に事業量のことを考えて、減ったらという話をした

んじゃ。これはほかの人も言われたがな。その話じゃったよ。それも踏まえて答えてくださ

い、市長。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） この吉五Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理者制度について、過去２回の

本委員会へも相談をさせていただいております。その中で、利用料金、これを赤磐市の財産の

ためにも値上げをさせていただきたいという御説明もさせていただきました。その中で、この

利用料金が高いということから利用者が減尐するということがあってはならない、これは当委

員会の皆さんの意見と私、同感に思っております。したがって、どういう結果が来るか、これ

をはっきり確認した上で指定管理に導入するかどうかというのを決めていきたい。それまでに

いろんな形で地元を含めた混乱を導くのはいかがなものかという判断から、これを一つの結果

が見えるまで保留しようということで、今回の判断になったものでございます。決して軽い判



- 47 - 

断ではないということを御認識いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん、ちょっと待って。 

 今言ようるけど、僕は前のときの山陽ふれあい公園の指定管理のときも意見言うとるわけ。

僕は２つあると、Ｂ＆Ｇと公園が、こういな施設があると。そのときどうするんならという

て、受けてもらえるんじゃろうなと、そういうとこが受けるんじゃろうなという話をやったと

思う、初めに。これは、話は次になるから、中央図書館の指定管理の話だけ出ようる。吉五の

図書館、熊山の図書館、赤坂の図書館、どねんするんなという話。そういうことを詰めてやっ

てくれえということが僕の第一前提じゃったわけじゃ。Ｂ＆Ｇとかというのは関係のうて、山

陽はふれあい公園という名前じゃけど、そこらもあったから言わせてもろうたんで、考え方が

間違うとる、僕は思うとりませんし、せえから今、決して市長の言うたことに納得がどうこう

という話じゃねえ、ただ利用料金が云々ということは言いたかった。利用量が下がった場合ど

うするんなら、検討してもらわにゃあおえんという。利用量が下がってきたら今の出しとる計

画は全然違うてくるわけじゃから。そこんとこがわからなんだらいけんのんじゃねえかなと思

う。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山さん。 

○委員（下山哲司君） 委員長がどうこうじゃねんじゃ。 

○委員長（北川勝義君） じゃったら言うな、おめえ。 

○委員（下山哲司君） それが起点になっとるから言ようるわけじゃ。 

○委員長（北川勝義君） 起点じゃねえが、皆じゃがな、あほな話。 

○委員（下山哲司君） 一旦出してやりますというたもんを、そう簡単に変えてえて、それが

軽うなかったら何が軽いんで。 

○委員長（北川勝義君） 五上やこうようやめたがな。 

○委員（下山哲司君） 軽い重てえの話はどこでとるん。どこが尺度で。そうでしょう。自分

らが、執行部が出して公募してやりますと言うたことが、何で委員会一遍やったら変わるんな

ら。料金と指定管理と関係ないじゃろ。 

○委員（北川勝義君） 関係あらあや。 

○委員（下山哲司君） それほどの尺度になるんかな、料金が。それがいっつも言ようる軽い

話じゃが。じゃから、ええかげん言われるようになるんよ。自分が言うたことを言うてええよ

うに議場じゃ言うんじゃ。途中から言やあ、そりゃあ前のことは言わんわな。議事録のねえ時

間帯にしゃべっとんじゃから。議事録ねえ、何ぼ探してみてもなかった。よう考えてみたら、

議事録載らん時間帯にしゃべってえて、それが総務委員会で皆了解したんじゃというようなこ

とからスタート切っとんじゃない。それと一緒よ、これでもそうじゃが。出してきたものをど
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うして変えるんならというて聞きょん。そんなことは理由にならん言よん。答弁願います。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと待って、議事録というのは何。 

○委員（下山哲司君） 映画の話じゃから、例え話。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 今回の指定管理者制度の方向性については、この変更した理由という

のは先ほども申し上げたとおりでございます。繰り返しになりますので内容は省略しますが、

地域の利用される方々の混乱を避けるためには、この方法が最善と判断した次第です。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） せえじゃったら、料金上げずにやりゃあええが。そうじゃろう。 

○委員長（北川勝義君） 決定したがな、議会で、条例で。 

○委員（下山哲司君） ようけ上げたからというて1,000万円も浮きゃあせんのよ。どういう

尺度でしとんか答えてちょうでえと聞きょんじゃから。料金上げるがために１年おくらせたら

1,000万円余分に要るんでしょ。料金上げなんだら困るんかな、その1,000万円。どういう尺度

かそれを答えてください言よん。言葉で言やあ、そりゃあ料金がかかわっとるからそうするん

じゃという。そうじゃねえ、あんたは、10月で公募して４月１日からやるというて資料まで出

しとんですよ、口頭で言うたことじゃねえよ、こりゃあ。きょう忘れてきたけど。それが、一

委員会が終わったら180度違うような話にはならんでしょう、これは軽いんじゃねんかなとい

うて言よんじゃ、やりょうることが。それが軽うねえ言うんだったら何が軽いんですかと言よ

んじゃから、答弁してくださいよ。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 委員長。先ほども説明いたしましたように、この利用料金が上がった

ことによって利用者が減るかもしれない、その危険性があるということで、この混乱をこれ以

上させないためにこういう判断をさせていただいたということで、数値的な尺度があるわけで

はございません。 

 以上です。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 市長が同時に出しとんじゃから、そうでしょ、議案を。料金の問題と

指定管理と。それだったら、何でそういうあれをするん。同時に出さにゃあええんじゃが。同

時に出してえて、どっちが尺度が大きいか小さいか聞きょんですが。 

○委員長（北川勝義君） 同時じゃねえ。 

○副委員長（松田 勲君） 同時じゃない。去年。 
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○委員（下山哲司君） それは執行は一緒になるがな。 

○委員長（北川勝義君） 同時じゃねえわや。 

○委員（下山哲司君） ４月１日から指定管理にする言よって。 

○委員長（北川勝義君） 違うがな。同時じゃねえがな。 

○委員（下山哲司君） じゃから、影響及ぼしとんじゃけん同時じゃが。 

○委員長（北川勝義君） へ理屈じゃ。それは違うわ。 

○委員（下山哲司君） へ理屈、あんたの言ようることがへ理屈。 

 じゃから……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと下山さん、下山さん。いつ出したか、執行部ちょっと調べ

てん。 

○委員（下山哲司君） そういう問題じゃ、出したことが理由なんじゃから。 

○委員長（北川勝義君） 執行部調べてん、いつ出したか。いつ出したか調べて。条例改正す

るんと。 

○委員（下山哲司君） そうでしょ。おかしいと思わんかな、誰が考えて。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

 料金はいつじゃったかな。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 料金の改定は、６月本議会で御承認をい

ただくということで出させていただいております。 

 なお、施行につきましては27年４月１日ということです。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 答弁せんの、市長。どう考えても、誰が考えても、資料で出したもの

を引っ込めて、どっちが大きいんか、議案としてどっちが重たいんか説明くださいよ。それの

ほうが重たいんかな。 

○市長（友實武則君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） 答弁、繰り返しになってしまうんですけども、何度も言わせていただ

いておりますけども、この料金と指定管理、これは利用される方の混乱を避けるというのは極

めて重要と考えたとこから、これを指定管理に移行するのを尐し様子を見ようという判断をし

たもので、これはやむを得ないと考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 
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○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 料金のほうを後にしてもええんじゃねん。ウエート的に小さいんじゃ

から。金額がどんだけになるんですか、それだけ上げたら１年間の利用料が。 

○副委員長（松田 勲君） 料金は議決したが。 

○委員（下山哲司君） じゃあない。じゃから、施行はまだしとらんのんじゃから。じゃか

ら、どっちが大きいんですか、ほんと考え方によって。どういう尺度で判断しょうるかを答え

てくだせえって市長に言よんで。理由はそうなんじゃけど、その考えた根源を答えてくれえと

言よん。 

○委員長（北川勝義君） はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 来年４月からの料金の改定につきましては、６月議会のほうでお

願いをさせていただいたところでありますけれども、そのときの議会へ出すこの委員会でいろ

んな話をいただきました。その中で、僕のほうも市の中で統一するとかという話もしました

が、やはり肝心なのは、上げたからといって人が減ってはだめだ、そういうなのをしっかり見

にゃあいかんと、いろんな皆さんの御意見をいただく中で、本会議のほうについてもお願いし

たということでありました。そういう中で、料金を上げた後の利用の状況を見るというのは本

当に大事だというふうなことを考えております。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 言ようることは言葉じゃけん、そりゃあそう言わなんだら言いようが

ねえ。 

 じゃから、どっちがウエートが大きいんですかというて聞きょんじゃから、料金上げるんが

ウエートが大きいんか、指定管理するんがウエートが大きいんか、金銭的な面もいうてどっち

が大きいんですかと言よんじゃから、どっちが大きいか答えてくださいよ。 

○委員長（北川勝義君） 誰が答えるん。 

 はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） まだ確定してないような料金の、４月１日から確定しますけど

も、１年間のうちで変わるというふうな中での指定管理を５年間するというのは、やはり失礼

なことだというふうに考えております。まず、施設の使用料金を固めていくというふうが貴重

だというふうに考えております。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか、下山委員。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） さっきの話で、状況が変わったら考えるのも変わるのは当たり前じゃ
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というて言うぐらいでさっきの話も出よったけど、そういな話が出るぐらいじゃったら、状況

が変わって指定管理したほうがウエートが大きいんか、料金を上げたほうが大きいんか。その

辺の答弁を、どっちがウエートが重たいんか聞きょんのに、片一方は議決しとるから、こっち

はまだ出しただけじゃから議決して、そういう問題じゃないが。ええほうへするというのが改

革なんじゃろ。ええほうをしょう思うて指定管理するんじゃろ。それを投げてえて、何が

200円、300円の１回の使用料の話を１年で３人、どっちがウエートが大きいか答えてくだせえ

言よんじゃが。 

○市長（友實武則君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、市長。 

○市長（友實武則君） この金額だけでいいますと、指定管理によって軽減されるコストのほ

うがボリューム的には大きいかもしれません。しかしながら、この指定管理の管理者が運営し

ていく中でも、料金に起因した利用者の増減というのは深刻な結果を生むことになろうかと思

いますので、この料金問題がどう利用者にとって影響するかを見きわめた上で指定管理を考え

ていくのが妥当と判断したということでございます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 広報の中へこんなもんが入っとるな。広報の中にこれ入っとる、Ｂ＆

Ｇ。これが今Ｂ＆Ｇの主役じゃない、これ見たら。違うんですか。これ、広報の中にあったん

ですよ、きのう。何日に来たんかな、広報。これが入っとったん、これが。広報の中へ入っと

んじゃ言うん、あかいわ広報。 

 これが。これがＢ＆Ｇを動かしょんじゃないんかな、今現在、実質的にゃあ。これは寄附し

た人もおる、ようけ、初めて見るんじゃが。僕がこれ見たのが土曜日の日かな。土曜日の日に

見たんじゃけど、広報が来とった、広報の中に挟まっとったん、これが、なあ。これ、こんだ

けのもんをやっとる者がで、相談したんかな、ここへでも。市長や教育次長の判断で１年延ば

すような話をしたんかな。こうやってやってくださる皆さん、前にも僕は言うたけど、努力し

ょうられる方がおられるのにで、もう指定管理が４月１日からじゃというて皆さん知っとる

が、話の中では、こうやって一生懸命やりょうられる方は。それがで、これらも否定したこと

になるよ。もうちょっと政治をする人間は真剣に物事を取り組まにゃあ、机の上で料金がどう

じゃ、紙の上でいう話じゃありゃせんよ。こういう実態があるのにで。どういうふうに、もう

ほんならもうぼっこうやらんから、もうやめる。 

○委員長（北川勝義君） いやいや。 

○委員（下山哲司君） よう考えてくだせえよ。 
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○委員長（北川勝義君） 今の言ようること、ようわけわからん者がようけおるんで。あの分

は、吉五地域の広報あかいわの中の吉五地域分には、配布の中へ折り込まれて入っておりま

す。例えば、山陽の分じゃったら山陽のだけ入るとかというような感じで吉五分で入っとりま

すから、ということです、それは。 

 せえから、下山委員言われるのは、一般質問でやりゃええし、反対じゃったらやられりゃえ

えんで、今言ようることの流れの中でやることを、せえからええ悪いは別で、考え方は同じこ

とを、市長も同じことを繰り返しょうられるし、同じことを質問せらりょうるし、やらりょん

で……。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長、最後に……。 

○委員長（北川勝義君） そのことについては、今弁解じゃねえけど、そういう案内の書類が

入ってます。ただ、どこが相談したとかせんとかという話じゃねん。そこが受ける、そこが受

けるような前提で物を言われたら指定管理もくそになりゃしません。どこへなるんかわからん

で、それはそういう話はせんほうがえんじゃねえかとちょっと私は思うたんで、そうかもしれ

ませんし、そういう努力はしょうるというのはわからんことはねえが、それとまた考え方は違

う。 

○委員（下山哲司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） じゃから、一般質問でも聞いたんじゃけど、一般質問で市長はどねえ

言うたかな、覚えとる。それぞれの方に相談して進めてまいりますというて答弁したんじゃな

い。うそばあつきょうるというて、私はうそはここでは申しませんというて、うそばあつきょ

んじゃねん。自分で言うたことに責任がとれんのかな、市長として。まああれじゃ、ええんな

ら、もう赤磐中の人に広報へ書いて、ほんな市長はこう言うたというて出させてもらうけど、

それはもっと真剣に真面目に物事を考えてもらわにゃいけんと思う。 

 今言ようた、ほんならこの人らはもう関係のうなるんか、ほんなら。やめりゃええんか。こ

れＮＰＯになっとるが、これ。どなたがしょうられるか僕も知らんけど。無責任過ぎりゃへ

ん、ちょっと。実際にあそこが運営できゅんのは、この方の力で運営できゅんじゃないん。 

○委員長（北川勝義君） むちゃ言うちゃ、おえん。 

○委員（下山哲司君） たくさんの方が寄附までして、こんなんつくって。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと奥田次長、答えてあげてよ。 

○委員（下山哲司君） もう締めてください。 

○委員長（北川勝義君） 奥田次長、ちょっと答えてあげてよ。 

○教育次長（奥田智明君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 運営、スポレクが運営しょおん。Ｂ＆Ｇが持っとん。 

○教育次長（奥田智明君） ＮＰＯをつくられまして、Ｂ＆Ｇ、それから市内それぞれの公共
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施設を使いまして、また市内のいろんな施設を使って、ｔｏｔｏなんかの補助金をうまく御利

用する中で、いつでも誰もがこれを気兹ねなく参加できるというふうな地域密着型のスポーツ

クラブとして、特に吉五地域を中心とした健康づくりのために、そのＮＰＯさんは活躍をして

いただいております。市長のほうも、そういったクラブのほうは認識しとられまして、元気を

出してほしいというふうな答弁だったと思います。 

○委員（下山哲司君） はい、もう早く。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 市長なあ、自分が答えたことに責任を持つような考え方でしてくださ

い。もうこれ以上言うても同じ答えしかせんのじゃから言わんけど、ちょっと無責任過ぎる

よ。自分が議場で言うたことの責任がとれんようなことじゃだめですよ。家のことは言わんけ

ど、ここでは、それは議場でなけにゃあ。そういうことですから、よう考えてください。考え

直す時間はあります。 

○委員長（北川勝義君） 他になければ次に移ります。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済みません。僕のほうからなんですが、スポーツ振興課さんがおや

りになられている指定管理者がありますね。ふれあい公園さん、ありますね。この４月１日か

ら４、５、６、７、８、９、10と７カ月経過しているんですが、この間利用者の方から出てき

ている苦情、要望をどのぐらい把握されてますか。それをどのように改善しましたか。ここで

説明してください。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 今、委員のほうからの御質問は、ふれあ

い公園指定管理者制度で４月からということですが、どれだけ利用者の方、市民の方からの苦

情というものを把握しているか、そしてその解決に向けてどういうような対忚をしているかと

いうことかと思います。基本的に、毎月１度報告会というような形のものを、これは定例で行

わさせていただいております。基本は、まずその中でありました利用者の方の声というような

ものを、こちらのほうは把握させていただいております。ほかにつきまして、随時直接こちら

へ入ってくる案件もありますので、そういったことをお互いに共通認識を持ちながら解決して

いるという、まず流れです。 

 その中で一度、３カ月の経過のところで御報告させていただきましたが、やはり年度当初に

はプールの水質の関係、尐し濁っているぞというようなお声をいただきましたので、これにつ

きましては委員会のほうでも御報告させていただきましたとおり、掃除の徹底であるとかロボ

ット、薬品の使い方等を再検討していただきまして、現在は解決をさせていただいて、特に大
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きな苦情はいただいておりません。 

 それから、施設の中には、直接そういったことをお声としていただくこともあれば、声の箱

というようなことでお声をいただくようなこともあります。これにつきましても、小さなこと

ですが、電気が暗いよとか、もう尐しこういった辺は電気をつけてほしいであるとか、そうい

った施設内の利用にかかわることを聞いております。それにつきましても、現段階では特に何

か宿題的な、まだ解決ができていないというようなことを残したままで進んでいるというふう

な認識は持っておりません。今後につきましても、定例の報告会を中心に、そういったとこ

ろ、市民の方、利用者の方に御迷惑をかけないように努めていきたいというのが、現在の考え

です。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 概略を御説明いただきましてありがとうございました。我々ここの

総務文教委員会の委員面々は、そういった概略の詳細の御報告を受けて評価、審査していかな

ければいけませんということなら数字が必要ですね。何件、どういった様子のものがその目安

箱ですか、投じられて、または教育委員会、または市役所の部署のほうに問い合わせが何件あ

り、そういったものを詳細に御説明いただいて、これとこれとこれのものに関してはこういっ

た対忚をしましたよと、解決していますよと、これとこれとこれについてはまだできていませ

んよと、その理由はこうですと、こういったぐあいに御説明いただかなかったら、要するに指

定管理、あのときに御説明をいただいた言葉を利用させていただきますと、ここに書いてある

言葉と一緒だと思うんですけども、財政負担の軽減やサービスの向上を図るということです

よ。要は市民利益を高めていきましょうと、財政健全化の事業費を圧縮していくだけではなく

て、市民の利便性を高めていき、市民の財産価値というものを、よりよい民間の活力を使った

運用によって高めてまいりましょうと、こういう話だったように思うんです。であれば、何

件、どうなってこうなってというものがここになかったら、我々判断できないじゃないです

か。ということになったら、もし今の段階で、その御用意ができていないということになった

ら、指定管理の話自体が、もうそもそもどういう意図で指定管理の立案をされているのか、こ

このところの意味合いがわからなくなるんではないんですかと、図書館の話も、じゃあちょっ

と見直したほうがいいんじゃないんですかと、こういう話になっていくんじゃないかなと、僕

はそういったぐあいに思っていますが、もう一度御答弁いただいていいですか。詳細な数字を

お持ちですか。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、前田課長。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 先ほど概論のお話をさせていただきまし
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たが、現在正式な数字を持っておりません。大変な失礼な報告というような形で、先ほどのお

話を伺いました。これにつきましては、再度整理をいたしまして、また次回の委員会のほうで

御説明をさせていただけたらというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） じゃあ、この後図書館の指定管理とかＢ＆Ｇの指定管理のこの後の

話というのは、もうこのままとめていいという話ですね。だって、そうしなかったら審査でき

ないですよ、もともとの根本の話が違うわけですから。 

○委員長（北川勝義君） まあそれとは違うんじゃろうけど。 

○委員（佐々木雄司君） いや、でもそうなりません。そもそもの指定管理の出発点が、もう

あやふやな状態で議論をしてるわけですから。どういう指定管理の趣きというものがしっかり

と行政のほうが把握している、それのもとで私たちはこうやりたいんだという話であれば、こ

の場で議論できると思うんです。申しわけない、そんな話だと、僕審議拒否です。 

○委員（下山哲司君） 一人だけ来なんでも困れへん。 

○委員（佐々木雄司君） まあまあ。ただ、僕が正しいことを言うとんであれば、そのことに

ついて同調いただきたいということなんです。 

○委員長（北川勝義君） 執行部のほうが先ほど、ちょっと市長、ちょっと。先ほど佐々木委

員が言われたように、それも一理あるんじゃねえかと思いますんで、次の11月のときにゃあ、

はっきりそういうことも調べてきていただいて、宿題というんじゃねんじゃけど、それで検討

をさせていただきてえと思うて……。 

○委員（下山哲司君） 12月じゃろ。 

○委員長（北川勝義君） いや、11月。11月やな。 

○委員（下山哲司君） きょう11月。 

○委員長（北川勝義君） 10月じゃけん。11月のときに、それも踏まえてやらせていただきた

いと思うんで、了承願えますか。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、ちょっと委員長、確認なんですけど。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） であれば、確認なんですが、現段階で指定管理云々の制度の話が図

書館のほうとスポーツ振興課のほうと２件出ていますけども、ここら辺のものに関してもあや

ふやな状態で、要するにこういった指定管理のお話をされているということでよろしいんです

か。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） スポーツ施設につきましては、毎月報告

会をやっておりますが、今委員がおっしゃられたような数字のものをはっきりと私どものとこ
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ろがまとめていないということで、現在反省をしております。いわゆる口頭でのやりとりでの

報告にとどまっております。これにつきましては、来月そういった資料を用いまして御説明を

させていただけたらと思います。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 図書館のほうの本日も出しております指定管理の導入に向けてと

いう話は、現在事務局なりが取り組んでいる内容の報告ということで、うちのほうは考えてお

ります。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） ふれあい公園を指定管理するときに説明があったと思うんじゃけど、

管理状況はきちっと報告するということになっとったと思うよ。なっとろう。それが文書がで

きてねえというのはおかしいじゃねえの。今どのくらい日にちがたっとん。 

○委員長（北川勝義君） ７カ月目。 

○委員（下山哲司君） なあ。それで、報告する言うたもんが口頭でというような、またこれ

が軽いという話になるんじゃが。するというて約束したら、きちっとせにゃおえんが。何のた

めに総務委員会があるんやらわかりゃせん。 

○委員（佐々木雄司君） 休憩しません。 

○委員（下山哲司君） そうでしょう。 

 ええん、続けて。 

              〔委員長交代〕 

○副委員長（松田 勲君） いいよ、続けて。 

○委員（下山哲司君） 市長、その辺、もう市長、ちょっと答弁してもらわにゃおえん。 

○副委員長（松田 勲君） 答弁お願いします。 

 友實市長。 

○市長（友實武則君） 先ほどのふれあい公園の苦情の件数あるいは内容について集計作業が

整っていないということで、次回にさせてくださいというふうなことになってしまいました

が、きちんと整理をいたしまして御報告をさせていただきますので、本日の委員会の報告は以

上とさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○副委員長（松田 勲君） はい。 

○委員（下山哲司君） いやいや、僕が聞いたのは、あの契約をする前に、皆さんの意見があ

って、きちっと委員会のほうには運営状況を報告するという旨で指定管理を指定したんじゃ

ろ。そしたら、文書にしてきちっとしてなかったら報告できんじゃろう、今までたって。口頭
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で済むような話じゃありませんよ、市長。それが軽いというん。あんたになってから、もう皆

どれもこれも軽い。もう尐し徹底してやってくれにゃいけんよ、やる言うたことは。それじゃ

なかったら委員会やこ要りゃあへんが、もう。はい、それこそ委員会を廃止すりゃええが、市

長が思うようにひとりすりゃえんじゃ。 

○副委員長（松田 勲君） 市長、よろしい。答弁できますか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○副委員長（松田 勲君） はい、佐々木委員。 

○委員（下山哲司君） 反省してやりますというて一言言わにゃいけまあ。 

○委員（佐々木雄司君） いいですか。 

○副委員長（松田 勲君） はい、どうぞ、先。 

○委員（佐々木雄司君） 済みません、もう一点なんですが。もうお尋ねついでにもう一点お

尋ねしますが、前回、ちょっと前、あれはいつでしたか、ふれあい公園を現地視察しました

ね、しました。そのときに、ふれあい公園の運営の方から、こういったお声が出ているのが、

僕の耳に今でも残っています。いろいろ努力をしていきたいんですが、我々には権限がないの

で、与えられている範囲でベストを尽くしておりますと、こういうような趣旨の発言を管理の

方がしていらっしゃいました。 

 そのことを私なりに事の経緯に当てはめて考えてみますと、たしか５社の方がプレゼンテー

ションを行い、力が喫緊する中で、今のコナミスポーツさん＆ライフさんというところが運営

業者として委託を受けるべき決定をされたわけです。その中には、各社それぞれに特徴のある

赤磐市にとってすばらしいと思われるような御提案内容があったわけですけども、それを乗り

越えてあそこのところが選ばれたというのは、積極性があるとか独自性があるとか、こういっ

たところが選ばれた一つの項目だったように思います。であれば、あのコナミさんから、この

７カ月の間に何かその運営するに対しまして、こういったほうが利用者のためになりますから

こういったぐあいにしてくださいなというような企画提案的なものというのは何件、どういっ

た内容で出ておりますか。 

              〔委員長交代〕 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、今Ｂ＆Ｇの話をやっていきょりまして、絡みやって、

今その中の指定管理という全体の大きい流れでわからんことない、これ11月のときに次回にさ

せていただきてえという話をしたと思うんです。それで、今言われたふれあい公園は、このと

きとまた違うんで……。 

○委員（佐々木雄司君） いや、関連……。 

○委員長（北川勝義君） いや、それ関連を言い出したら皆全部関連になるんで、11月にさせ

ていただこうと思うんで、このくれえで、執行部のほうは11月のときにどのような意見があっ

た、今言われたような意見をよく踏まえて答弁できるように、先ほど下山委員と僕と言い合い
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しょうるようなもんじゃけど、わけのわからん筋論のとこを言うてもらやええんで、そういう

意味のことで。いや、ちょっと待ってください。そういう意味のことで言うとんじゃねえ、逆

の立場もあって言うとる場合もあるんで、勘違いもあったりするんで、ちょっと次のときは整

理してやっていただきたいと思うんで、これはここでふれあい公園が議題で上がっとんでふれ

あい公園をやって、指定管理で言うて、そんなこと言い出したら全部が皆なるんで、11月にや

らせてもらうということで、そこへ、僕らは、今佐々木さんの言うたこともわからんことはね

え、逆にこのふれあい公園やるときに、Ｂ＆Ｇのとこはどのようにするなら、僕は議事録もあ

る、僕が言うとる。一緒にそれも考えていただかにゃいけんというて言うたんもあったと思い

ます。じゃけど、それはふれあい公園はふれあい公園ということでやられて、そのままなっと

ったんじゃけど、話が違うということで区切っとったんですけど、次回のときにはそういうこ

とにならんようにやっていただかにゃおえんと思うんで、11月のときにぴちっとやって。それ

で、佐々木委員のは、まだ11月のときに聞きてえことがあるんじゃ、あえて言うとっても簡略

に言うとっていただきたいと思います。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 違うんです、委員長。これは、11月のときに御用意いただいて、調

べて用意いただいて報告していただく類のものではないと思ってるんです。今の時点で行政が

把握できていないというところが僕は問題だと思っていて……。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、ちょっ待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ

っとちょっと。 

○委員（佐々木雄司君） その問題、その行政が把握できていないというところが問題である

ならば……。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、行……。 

○委員（佐々木雄司君） 今いろいろなその話をしている指定管理のところのそもそもの市民

の利益を高めていきましょうとかというような目的趣旨というものがあやふやになってきます

よね、これで本当にできるんですかということで……。 

○委員長（北川勝義君） じゃあから、ちょっちょっとちょっちょっ……。 

○委員（佐々木雄司君） 今、だからできるのかできないのかという。 

○委員長（北川勝義君） 今、違う、何遍も言ようる、今指定管理がどうこういう話をやりょ

んのは、指定管理をやりましょうというのはあなたも賛成もあり反対もあり、皆議員はしてき

たわけ。決まってきて、やり方が悪い、運営が今調査できてねえんじゃ、次のときにはぴちっ

と持ってきてやってくれ言ようる。今も、課長ができてねえかどうかというて言うとるわけじ

ゃねえ。毎月やりょってやっとるわけじゃろう。じゃから、それをじゃあから報告をきちっと

出してもらやええわけ。言葉の言い方で言葉尻じゃねえけど、執行部のほうもしゃんと答えて

もらうようにやっとんじゃから、やってねえという話じゃのうて、今聞きょうて、何もやらず
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にやって無責任なという、じゃったらこれ指定管理をする意味ねえってナンセンスですわ、そ

れ。大体こういう健康管理に関することやこ、指定管理やこするようになっとらんのよ、今。

指定管理がはやっただけなんじゃ。学校も指定管理しちゃれえ、そんなことできりゃへんのん

じゃ。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） ちょっちょっ待って。であるから、このことについてはやっとんじ

ゃったら執行部のほうの市長、はっきりやっとんじゃ、やっとると、どういう調査、11月には

ぴちっとしたこと、できとることも出せるというて言うてもらわなんだらおかしいことにな

る。じゃあからあえて、言葉足らずじゃったら僕も簡略に言よんのが、来月はぴちっとやって

くれということを言よんで、そこんとこは……。 

○委員（佐々木雄司君） いや、できるなら今出してほしいんですよ。 

○委員長（北川勝義君） いや、今、じゃあから今出せれんと、きょうは協議事項の中へ出て

ねえって……。 

○委員（下山哲司君） 次……。 

○委員長（北川勝義君） ちょっ待って。佐々木さんな、むちゃばあ言うて、協議事項へねえ

とこのその他でやるんじゃのうて、ねえとこのをこっちも一緒じゃからというたら、小学校の

建築の話ししょったら、高校の建築の話までなる、もうみそも広げたら切りがねえんですよ。

今言よんのは、指定管理の考え方じゃから、じゃけんそれだけはわかってもらわなおえんか

ら。11月のときには出してもらう。きょう出せとか、それはきょう出す。それは後で出しても

ろうてくださいよ、それじゃったら、僕が言いてえのは。 

 いやいや、違う違う。今できてねえならできてねえで……。 

○委員（下山哲司君） 黙って一月待ちょんだから。 

○委員長（北川勝義君） それだけやってもらわなんだら困るんで、それだけは了承してくだ

さい。 

○委員（佐々木雄司君） 了承できん、そらあ。了承できん。了承できん。 

○委員長（北川勝義君） 了承できんだったら仕方ねえから、もうそりゃあ、了承できんだっ

たら仕方ねえ。 

○委員（佐々木雄司君） いや、趣旨が、僕が申し入れてる趣旨が違う。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う。違う、佐々木さん、ちょっと、違う、佐々木さん、こう

やるからというてコナミのことを、今コナミの話をやりょんじゃねんじゃ。指定管理じゃけ

ど、Ｂ＆Ｇのことをやりょって、コナミのことじゃねえんで、図書館のことになって、次に図

書館の中へ入るのはええけど、図書館でコナミの話はまた違うんで、できてねえなら、それは

できてねえんじゃったらやらにゃ、これを受けさせたんが……。 

○委員（下山哲司君） 運営は委員長じゃから、さっと委員長が切れっちゃ、もう。 
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○委員長（北川勝義君） いやいや、納得いくのも納得いってもらおうと思よるからな、佐々

木さん、悪いですけどな、大変申しわけねえかもしれんけど、これはＢ＆Ｇの指定管理のこと

をやっとんで、のことについて今やって、Ｂ＆Ｇ指定管理じゃなかった、この流れをやりょっ

たんで、そこについての題からはちょっと外れとりますんで、11月の次回のときにやらせてい

ただこうと思うんで、了承……。 

○委員（下山哲司君） 出てくるって、今度は議案が……。 

○委員（佐々木雄司君） 外れてないんで、ちょっと説明して……。 

○委員長（北川勝義君） もう何遍もよろしい、もう。説明は、もう今わかったから。今同じ

ことの。 

○委員（佐々木雄司君） いや、外れてないです。 

○副委員長（松田 勲君） その趣旨を踏まえて。 

○委員長（北川勝義君） 趣旨を踏まえてやらす言よんじゃから。 

○副委員長（松田 勲君） やる言うんじゃから。 

○委員長（北川勝義君） それでいけんじゃったらやってくださいよ、ここへ来て、そこまで

言うんじゃったら。趣旨がねえから、次のときにさせてもらうから言よんのに、そうじゃねえ

というて納得できんと、次は・・・・・・・で、佐々木委員な、これは削除してください。・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そういう話……。 

○委員（佐々木雄司君） いやいや、そんな話じゃなくて、委員長ね、委員長、違う違う。僕

が言うとるのは……。 

○委員長（北川勝義君） もう佐々木さん、よろしい。 

○委員（佐々木雄司君） そもそものＢ＆Ｇの指定管理の方向性についてという内容の表題が

ついている討議を、今審議を行っているわけじゃないですか。確認を行っているわけでしょ

う。ということになれば、そもそもこの指定管理制度の方向性というものがどこにあるんです

かと。 

○委員長（北川勝義君） いや、違う。指定管理制度の方向性は言うたけど、佐々木さん、僕

が答え言よんじゃねえ、僕が相対でやりょんじゃねえけど、ちょっ待って、僕がやりょんじゃ

ねえけど、あなたが今度はふれあい公園のほうへ持ってったから違うんで、ふれあい公園、あ

っこはどう……。 

○副委員長（松田 勲君） 佐々木君、あの……。 

○委員（佐々木雄司君） 根本的な管理の問題をしてる、管理問題を。 

○委員長（北川勝義君） いや、根本的なことは……。 
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○副委員長（松田 勲君） 委員長に従ってください。 

○委員長（北川勝義君） 根本的な考えはわからんことはねえけど、いやちょっ、根本的な考

えはわからんことはねえ。指定管理はどうせえ、ほんなこれから全部このことを論議してもら

う、一つのことをやるのに、どういう考えを持ってやるんかって全部。私は納得いかないから

ってあした来ませんよというわけにいかんのんじゃ、そりゃあ委員会じゃから、皆。 

○副委員長（松田 勲君） 委員長に従ってください。 

○委員長（北川勝義君） 納得してもらわにゃあ。せえで、次の11月のときにやられるいうん

で、ぜひ佐々木さん、来られんというが来てください、そのときには審議しますんで。下山さ

んも来んでもええやこ言わんように。 

○委員（佐々木雄司君） いやいや、僕はそのときに来んというんではなくて、そのときまで

この指定管理のことについての議論、審議は私はしませんよと。 

○委員長（北川勝義君） もうよろしい。もうよろしい。もうよろしい、佐々木さん、よろし

い。 

○委員（佐々木雄司君） こういう話をしているわけですから、そのときに来るとか来んとか

という話ししてないです。 

○委員長（北川勝義君） よろしい。 

 それじゃ、他になければこれで終わります。 

 続きまして、図書館の指定管理制度のことについて報告をいただきました。このことにつき

まして、１点、執行部のほうから皆さんのお手元へ配付しておりますが、視察で、これも一度

見てはどうかというような話だけのことで、今治市の中央図書館を日帰りで見させてもろうて

はどうかというような御提案をしてあります。行かなければ行かなくてもいいんですけど、行

けば行くというんで、百聞は一見にしかずというんがありますんでどのようにしましょうか。

もしよければ行かせてもろうてもと思うたけど。 

 はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） これに見に、これようけい見てきとられる中の一つを見いということ

でしょう。これ一つだけ見ても、見にゃあわからんけど、詳しく説明をしてもろうた程度でと

どめたら、これだけを見たけんというてメリットがあるようには思えんのんで、それよりはも

っと視察するんなら、実質的な視察のほうを見たら価値があるというようなのを視察に入れて

ほしいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 場所が悪いということ。 

○委員（下山哲司君） はい。これだけある中で一つ見させてもろうたからというて、ほんな

ら全容がわかるわけじゃないし、その辺はちょっと委員長、考えてください。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、僕がどうこうというんじゃなくて、こういう百聞は一見

にしかずじゃから見てくるのも大事、執行部のほうも、僕はわからん、推察でいやあ日帰りが



- 62 - 

できる辺じゃねえかと思うたりいろいろあって、全部見てきて、武雄市へ行けというたら大変

なことになるが、武雄市は予算で行けれんからこのけえぐれえ出たんじゃねえかとは思いま

す。 

○委員（澤  健君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

 せえで、私とし……。 

○委員（澤  健君） いいですか。 

○委員長（北川勝義君） ちょっ、私としては下山さんの言うこともあって、順次とりあえず

第１回目の視察をここへ行かせてもろうて、また次はまた行くと、大阪でもどっかよそでも行

くというのを意見を出していただければ僕はいいんじゃねえかと思うんですけど。 

 はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） いや、やはり現地を見させていただいて、総務文教委員会ですから、

やっぱり図書館の委託というのは非常に重要な問題なので、これ執行部が出してくだすって、

とにかくここを最初に見たほうがいいということで出してくだすったと思うので、ぜひ見に行

きたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

○委員（佐々木雄司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） この４ページのところですね、用語についてということで、４つ、

今治図書館管理センター、図書館流通センター、ＰＦＩ方式、ＣＣＣと、４つのことが書かれ

ていますけども、これはそれぞれの委託運営の形なのだろうと思います。私たちの赤磐市も、

これもし本当に指定管理を進めるということになりましたら、幅広く赤磐市の特性に合った状

態で運営をしていただくためには、幅広い可能性をするということになれば、これ今治だけ見

に行くんではなくて、ほかのところもやっぱり理解する上で見に行かなきゃいけないっていう

話になります。そうなれば、いつぐらいを御予定にされていらっしゃったんでしたっけ。いつ

御予定にしていらっしゃったんですかね。 

 その間には、いろいろ公務も入ります。いろいろな進捗の確認もあります。議会もありま

す。そういった中で、この４つのところを全ての面々が確認をそのときまでにできるのかどう

なのかなというところが、ちょっと私は心配になるなあというのが意見です。もうちょっと時

間かけられたほうがいいんじゃないですか。 

○委員長（北川勝義君） 私は思うたのは、どっか見てくるのも一つの方法じゃねえかという

ことだけの話で、一遍に４つ、ここへ出とるの皆３つ、皆全部見にゃおえんということもねえ

と思うし、これ以外のとこでもええとこがあったら見に行かにゃおえんのじゃねえかとも思う
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とります。 

 それから、先ほどの佐々木委員が言われよった指定管理の話になって、また戻しょんじょね

えですけど、指定管理をするんじゃったら、初めからＰＦＩとかで建築していくとか、やっぱ

そういうもと根本に基づいてやらにゃいけんのんですよ。そうじゃなかって、やったとこを指

定管理しょうかということ自体がナンセンスな話で、例えば笹川杯でもろうたんが今度返って

くる、やっぱりいろいろの条件ある、そやったら老人のとこもやりゃええが、指定管理を皆し

て、きょう老人のことを言うたら厚生のことを踏み込むなというて怒られらあや。だから、や

っぱりちょっと今そう思うたんで、皆さんの意見はあると思うんですけど、ここへ出とんのを

全部行くということで執行部はされたんか、とりあえずここへ行ってみるということでされた

んか、大体いつごろの時期に行かせていただきてえぐらいで計画されたんか、近隣市町村があ

ったりという考えをちょっと聞かせてください。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） 今回ちょっと視察ということで提案をさせていただけたのが、委

員長も言われましたように、本当に皆さんお忙しい中でありますので、日帰りで行ける図書館

をということで、実際我々は１日に２つ行きました。そのかわり、もう朝７時に出て７時に帰

るとかというふうなことでございました。ここへは、やはり９時に出て５時ごろには帰ってこ

れるとなれば、ここに出しております今治とか、それから神戸、三田とか、そういうある程度

近場に限られるということでございます。 

 時期についても、できるだけの早い時期にというぐらいのことで、いついつというまでは考

えておりません。本委員会で何月何日というふうなことであれば、あとを私どものほうで相手

方の図書館と交渉を進めていくというふうなことで一忚御提案をさせていただいておりました

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 光成さん、意見。 

○委員（光成良充君） ここに視察先で今治市中央図書館っていうのが出てるんですけど、こ

れの選定は任意ですか。それとも、ここが一番見られていいんじゃないかなっていう形で提案

されたのか。もう近いところなら香川県の綾川にもありますし、徳島のほうが近いかなとは思

うんですけど、この今治を選んだ根拠っていうのは何なんでしょうか。 

○教育次長（奥田智明君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、奥田次長。 

○教育次長（奥田智明君） おっしゃるとおりでございます。ただ、綾川、これも私が実際に

行かせていただきました。導入してすぐということで、そこにちょっと理由も書いておりま

す。図書館がなかったので、そんな異論も何も今までなかったというふうなことから始めとら

れます。今治のほうは、もう20年からということで、一忚実績があります。最初の指定管理し
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て、次のかえるときに相手がかわっとったというふうなことから、継続性なり、そういった面

の話も聞けたり、ある程度今治については実績があるという中でいろんなお話も聞けるんじゃ

ないかなというふうなことで、一忚提案をさせていただいたというふうにお考えいただければ

結構だと思います。 

○委員（光成良充君） はい。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

○副委員長（松田 勲君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 松田委員。 

○副委員長（松田 勲君） 私も一忚報告はいただいているんですが、できれば指定管理がい

いのか悪いのか、ちょっとわかりません。そういった中で、やっぱり指定管理を実際やって成

功したとこ、また失敗したとこ、いろいろあると思います。そういったとこを全部本当は見た

いとこです。ただ、時間とかもあるんで、とりあえず今執行部のほうから言われたとこを見な

がら、また時期を見て違うとこを見ていけばいいんじゃないかな。そんなに焦ってどんどん進

めることでもないと思うんですが、視察ができるときにはできるだけ日帰りでもいいから、そ

ういったとこを一個ずつ見ながら、やっぱり２つ、３つ見ようと思ったら、前も視察したこと

あるんですけど、結構忙しくてなかなか見えない、聞けないというのがあるんで、やっぱりじ

っくり聞いてみたいというのもあるんで、まずは上げられた今治市から行かせていただくとい

うことでいいんじゃないかなと思います。 

○委員長（北川勝義君） それでは、皆さんにお諮りします。 

 視察させていただくということでよろしいでしょうか。よろしい方は挙手をお願いします。 

              〔賛成者挙手〕 

○委員長（北川勝義君） それでは、視察させていただくということでさせて、日にちについ

ては執行部のほうと打ち合わせさせていただいてよろしいか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） 大体執行部はいつごろ、12月になったら、今、先ほど言われた議運

があったりするけど、11月の中旪ぐらいで、12日は総務文教委員会があります。その後ぐらい

ではどんなでしょうか。13、14、15とか。 

○委員（佐々木雄司君） 僕は予定いっぱいです、年内。年内予定いっぱい、だめ。 

○委員長（北川勝義君） 13、14ぐらい。 

○委員（澤  健君） オーケーです。13でいいですよ。 

○議長（小田百合子君） 局長、予定は。14は厚生が入ってなかった。 

○委員長（北川勝義君） 何。 

○議会事務局長（富山義昭君） それは厚生委員会です。 

○委員長（北川勝義君） 議長は行けれんがな。 
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○議長（小田百合子君） 私東京行く。 

○委員長（北川勝義君） 東京。 

ほな13日にさせてもろうてよろしいか。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 調整させてください。 

○委員（下山哲司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 向こうは受けてくれるん。 

○委員（下山哲司君） 12日が総務委員会じゃったな。 

○委員長（北川勝義君） 向こうは受けてくれるん。 

○教育次長（奥田智明君） これから連絡……。 

○委員長（北川勝義君） 向こうは受けてくれるん。うちが勝手に日にちをこっちが行くとい

うてやりょうるだけ。 

○議会事務局長（富山義昭君） 候補を２つほど出しておきましょうか。 

○委員長（北川勝義君） こっちが勝手に行くというて。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 済みません。一忚視察に関しての承諾は受けております。た

だ、日程のほうなんですけれども、こちらで今お話出ていらっしゃいますけれども、候補日を

いただけると助かります。とりあえず11月13日ということで第１候補で御連絡はさせて、11月

13日で。 

○委員長（北川勝義君） 17、18、19ら辺は。 

○委員（澤  健君） 20、21日ぐらいのほうがありがたいですけど。 

○委員長（北川勝義君） 20、21……20日はあいとる。20日はあいとるから。20日は。 

○委員（澤  健君） 20日はいいです。 

○委員長（北川勝義君） 下山さん、20日は。 

○委員（下山哲司君） 委員長、それは議会が優先じゃから。 

○委員長（北川勝義君） よろしい、20日は。 

○委員（下山哲司君） 個人的理由を優先できん。 

○委員（光成良充君） 青尐年の健全育成がある。 

○委員長（北川勝義君） あっ、それはそれがあったらおえんわ、20日は。 

○議会事務局長（富山義昭君） いや、夜19時からです。 

○委員長（北川勝義君） あっ、19時、ほんなら間に合う。 

○委員（光成良充君） 帰ってこれます。 

○委員長（北川勝義君） ほんな一忚20日を予定で、２日ちょっと予定で聞いてみてくださ

い。 

○中央図書館長（三宅康栄君） それでは、11月13、11月20日のあたりで調整させていただき

ます。 
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○委員（澤  健君） お願いします。 

○委員長（北川勝義君） それでは次に、消防本部の……。 

○委員（佐々木雄司君） ちょっと待って、まだできてないです。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員、何。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 指定管理者制度導入検討にかかわる視察実績報告についてというこ

とで、別紙資料、これのことですね。 

○委員長（北川勝義君） 報告書。 

○委員（佐々木雄司君） これのことですね。この中に書いている言葉の解釈をお願いしたい

と思います。 

 赤磐市立図書館、下から左の窓のほうですね、下から３番目。自治体の財政負担の軽減や運

営方針に沿ってのサービスの向上を図る上でということなんですが、サービスの向上、ちょっ

と曖昧なんですが、具体的に申し上げていただけますか。 

○委員長（北川勝義君） これはあれじゃろ、ちょっと悪いけど、図書館運営委員会したこと

でしょう。 

○中央図書館長（三宅康栄君） はい、図書館三宅です。 

○委員長（北川勝義君） ほんな概略に、簡略にちょっとお願いします。 

○中央図書館長（三宅康栄君） はい、わかりました。 

 こちらなんですけれども、運営方針、とりあえず図書館には図書館の方針がございます。そ

の運営方針をもとにして、いかにサービスの向上が図れるかということを一つ狙いにしており

ます。また……。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい。 

○委員（佐々木雄司君） その運営方針の基本となる図書館憲章たるものがあったと思うんで

すが、その読み上げをお願いできますか。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 済みません。図書館憲章、もしかしたらそれは図書館の自由

に関するものでしょうか。 

○委員（佐々木雄司君） ああ、そうですね。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 申しわけありません。ちょっと今手元にないんですけれど

も。 

○委員（佐々木雄司君） ちょっと用意してくれる、必要だから。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 今すぐでしょうか。 

○委員（佐々木雄司君） ああ、出るだろ、うん。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 済みません。ちょっと今ここには、申しわけございません。 
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○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） いや、重要なんですよ、これ。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと三宅さん、ちょっと。 

 佐々木委員、これ指定管理の図書館の関係の人が行かれて検討したり実施したとこの報告書

なんで、報告を受けとんで、提案を……。 

○委員（佐々木雄司君） いや、でも書いてる内容についての質問をしているわけですから、

直接この言葉の意味を説明してください。 

○委員長（北川勝義君） じゃから報告してくれとんで、ここへ聞いとることのを聞いていた

だけりゃ、今聞かりょんで、その憲章がどうならという話で言うのはえんじゃねえかなと思う

んじゃけどな、どんなですか。 

○委員（佐々木雄司君） いや、でもここに書いてある言葉がよくわからないんで教えてほし

いということで。 

○委員長（北川勝義君） どこがわからんですか。 

○委員（佐々木雄司君） サービスの向上のサービスとは何ですか。 

○委員長（北川勝義君） じゃから、それを答えてください、それでよろしいがな。 

 三宅さん。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 図書館サービス、図書館でさまざまな利用者の方にサービス

の提供というものをいたします。貸し出しもサービスです。講座とか、さまざまなイベントを

通して利用者の方に資料、本などに親しんでいただくような工夫をしていく、それもサービス

です。また、赤磐市内いろんな方に図書館の資料を御提供させていただく、これに関しまして

は、赤磐市には今中央図書館のほか赤坂、熊山、吉五、３つ全部で４つの図書館があります。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長、よろしい。委員長。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと佐々木さん、ちょっとな、途中とめたらおえんの。 

○中央図書館長（三宅康栄君） それを総合的に使いまして、資料の搬送などにより、有効的

なサービスを提供しております。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ですが、それは運営方針に沿ってでしょう。だから、運営方針をも

う一回言ってください。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 運営方針、利用者のサービスの向上……。 

○委員長（北川勝義君） 三宅さん、三宅館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 運営方針の根底となるものですけれども、赤磐市民の生涯学

習の拠点として赤磐市民の方の生涯学習をバックアップさせていただく、それらになります。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 
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○委員（佐々木雄司君） 今おっしゃっていただいたもとになる考え方というのは、図書館憲

章、図書館の自由云々というやつですよね。ですから、それを教えてください。 

○委員長（北川勝義君） 同じような。 

 はい、三宅……。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 申しわけありません。ちょっと今図書館の自由に関する宣

言、そちらのほうを手元に準備してないんですけれども、図書館の入り口のほうにも掲示して

おりまして、知る人の自由……。 

○委員（佐々木雄司君） ほな、見てくるわ。見てくる、見てくる、読んでくるわ。 

○委員長（北川勝義君） ちょっと、ちょっと佐々木委員は本当ふざけたらいけん、佐々木…

…。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 申しわけありません。きょう図書館休館になっております。 

○議長（小田百合子君） やめなさい、だめよ。 

○委員（下山哲司君） おい、勝手におめえ……。 

○議長（小田百合子君） 委員長の許可がないと動いたらだめよ。 

○委員（佐々木雄司君） 委員長、どうします。用意してくれるんか、僕が見に行くんか、ど

っちかよ。これ必要なんですよ。 

○中央図書館長（三宅康栄君） ただいまそちらのほうを準備しているようですので、しばら

くお時間を頂戴できたらと思います。 

○委員長（北川勝義君） そんな、余りな、ちょっと佐々木さんな、するんじゃったらええけ

どな、わしもキレそうになる。ほんま冗談話じゃのうて、言うんじゃったら、あらかじめ委員

の皆さん、私も含めてじゃけど、用意できてねえもんは次にしてくれとか、休憩時間の後にし

てくれというのをお願いしょうると思います。それで、次のときにまでそろえてくれえという

のをお願いしょんで、どうしても図書館憲章が要られるんじゃったら、図書館憲章を持ってき

なさいというて、佐々木さん、僕に言うてください。ほんな僕もそれを言いますから。それ、

別に三宅さんの肩を持ちょんでもありませんし、それから佐々木さんも、そう短絡的な、さっ

きから腹立ったもんで、そう勝手に帰る、見てくるというような話はせんようにしていただき

てえと思いますんでお願いしますから。それまで……。 

 何か手を挙げよったろ。違うたん。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） えっ。 

○委員長（北川勝義君） あっ、違うたん。 

○社会教育課長兹スポーツ振興課長（前田正之君） はい。さっきの資料の準備の話をして…

…。 

○委員長（北川勝義君） 課が違うとこから手を挙げるけん、わし、また違うとき、ほんな

ら。 



- 69 - 

○委員（佐々木雄司君） 委員長、休憩とってください、時間来てますので。 

○委員長（北川勝義君） 暫時休憩します。 

              午後２時５分 休憩 

              午後２時15分 再開 

○委員長（北川勝義君） 再開します。 

 はい、三宅図書館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 大変お待たせして申しわけございませんでした。 

 先ほど御指摘いただいたもの、図書館の自由に関する宣言、こちらなんですが、日本図書館

協会が出しているものでございます。こちらのほう、大きな柱といたしまして４つございま

す。１番の基本なんですけれども、図書館は基本的人権の一つとして知る自由を持つ国民に資

料と施設を提供することを最も重要な任務とする。この中に４つの柱がございます。 

 まず第１、図書館は資料収集の自由を有する。第２、図書館は資料提供の自由を有する。第

３、図書館は利用者の秘密を守る。第４、図書館は全ての検閲に反対するというものになって

おり、こちらのほうを図書館の入り口に、この大きな４項目を掲示させていただいておりま

す。 

 済みません、佐々木委員さん、こちらでよろしかったでしょうか。 

○委員（佐々木雄司君） はい、いいです。 

 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） せんだっての委員会の中でインターネットの利用制限について御質

問をさせていただきまして、開会中の委員会ということで、閉会中の内容にいたしましょうと

いうことでと今回の委員会に持ち越しになっているんですが、ちょうどこの中に指定管理制度

導入にかかわる実績報告についてということで、先ほどお尋ねいたしました運営方針に沿って

のサービスの向上を図る上で御検討されていらっしゃるとの報告内容が出ておりますので、そ

の段をおかりしまして、今読んでいただいた内容に照らし合わせて、インターネットの運用を

公的な機関としてではなくて図書館に置いてあるインターネットとして、果たしてそれ合致す

る内容であるのかどうなのか、どのようにお考えになっているのかもう一度お聞かせいただい

た上でこちらのほうの検討をしてみたいと思いまして、それでちょっとお尋ねした次第でござ

います。お答えいただいてよろしいか。 

○中央図書館長（三宅康栄君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、図書館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 御指摘ありがとうございます。前回のこちらのお話でもござ

いました。その後、私たち図書館の職員も、図書館の利用者用のフィルタリングについて、規

制についていろいろ勉強をさせていただいております。やはり、それぞれに関しまして長所、
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短所がございます。しかし、私たちは図書館の職員といたしまして、利用される方の立場、さ

まざまな方向から検討が必要と考えております。いましばらく、こちらのほうを慎重に検討を

させていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（北川勝義君） よろしいか。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） もうしばらく検討しますとのことなんですが、今、既に、例えば第

１、図書館は資料収集の自由を有するということで、１、図書館は国民の知る自由を保障する

機関として国民のあらゆる資料要求に忚えなければならない。２、図書館はみずからの責任に

おいて作成した収集方法に基づき、資料の選択及び収集を行う、その際ということで(5)まで

書かれています。こういったものが著しく損なわれているということになれば、迅速にこの状

態というものを更正化していくために物事を是正、収拾していかなければ、事態収拾を図って

いかなければならない、私はこういったぐあいに思っておるんですが、いつぐらいにこの事態

収拾に励まれるということでありましょうか。どのような方向性になるのか、その検討機関

も、当然ながらそこのところは疑義が発しているからこそ検討をされるんだと思いますから、

その疑義が解消されるまでの期間というものは、そこにそういった今申し上げたような著しく

こういったものに反する内容というものがそこに存在している可能性がある以上、いつまでも

待つというわけにはいかないというところは御理解いただけると思うんで、大体これどのぐら

いまでの時期にお考えになられているんでしょうか。 

○中央図書館長（三宅康栄君） はい。 

○委員長（北川勝義君） はい、三宅館長。 

○中央図書館長（三宅康栄君） 御指摘ありがとうございます。こちらの検討なんですけれど

も、やはり本当にインターネットという目に見えない世界ですので、慎重に検討をさせていた

だきたいと考えております。どうぞ御理解いただきますように、よろしくお願いいたします。 

○委員（佐々木雄司君） 答弁になってない。 

○副委員長（松田 勲君） 今出せれんから……。 

○委員（佐々木雄司君） こっちの質問としては、いつぐらいまでの時期に、不十分があるな

らば、それを是正するのは当然のことなんだから、その是正する時期というのを迅速に出して

くださいよという。 

○委員長（北川勝義君） 図書館の関係で、今言われるインターネットのことを言われとんで

すけど、検討するというて、それじゃあ答えにならん言われとんで、いつごろまでに検討す

る、次回の委員会のときまでには、いつどのようなことになる、検討をどのような時期になる

というスケジュールというんですかな、その考え方というのを示してください。佐々木さん、

それでよろしいですね。 

○委員（佐々木雄司君） よろしい。 
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○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、次の消防のほうへ移りたいと思います。 

 消防本部のことの地方自治法第180条の市長の専決処分と消防団の協力事業所の表示につい

て、設定について何か質問ありませんか。 

 はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済みません、消防長、これ事件が起きてるのは、この４月ですよ

ね。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 昨年の４月。 

○委員（佐々木雄司君） ですよね。10月８日に決まったので専決の報告をいただいているん

ですが、済みません、僕落ちてたらごめんなさい。この事故の報告ってしてもらいましたっ

け。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 報告のほうはさせていただいておりません。申しわけあり

ません。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 内容を拝見しますと、救急自動車――消防車ですか、救急車です

か、いずれにしても交差点内において搬送中の傷病者がいるということは、まさに救急活動が

行われている最中の事故ですよ。ニュースになってもおかしくない。これが、何で所管する委

員会に説明がなかったんですか。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） まことに申しわけありません。当然ニュースのほうにはな

りました。 

○委員（佐々木雄司君） そう。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい。ニュースのほうになりました。とりあえず御一報だ

けということで、委員長のほうへは、電話でありましたけれども御連絡のほうをさせていただ

きました。それから、市長のほうへは、その起きた後に、早急に連絡のほうをさせていただき

ました。この間、長い間１年半年余り、途中の経過等も本来ならば連絡させて、きちっとした

形で報告させていただくべきでしたが、進捗状況が思わしくなかったというところもありまし

て、その連絡、御報告がおくれてしまいました。まことに申しわけありませんでした。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） いえ、消防長、私のほうも、済みません、耳に届いておらんの私の

責任の部分もありました。大変失礼いたしました。おわびをいたします。 
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○委員長（北川勝義君） 私のほうから、事故があったのは把握しております。それで、こね

え長うかかることはねえと思うて、大体普通だったらもう年度内に片がつくんですけど、今回

は後から聞かせていただいたら、保険の対忚、他責というんか、保険を使わせてもらうような

ことがあって大変時間がかかったということで、今後は年度内処理すべきようにお願いしたい

と思っております。これは専決なんで、そういうことで、御理解を皆さんに願いたいと思って

おります。これもニュースに出ることがあったり、皆全部の議員さんに知らせるという余りあ

れでなかったんでちょっと片手落ちがあったかもしれませんが、御容赦願いたいと思います。 

 他にありませんか。 

○委員（澤  健君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、澤委員。 

○委員（澤  健君） ごめんなさい。この議案なんですけど、どうこうという話じゃないん

ですけど、救急車がぶつかった場合、こういう場合って、やっぱりこちらに責任が発生するの

かなというふうに思うんですけど、やっぱこれはこういうふうになったときは、道路交通法で

決まるんですか。 

○委員長（北川勝義君） 10、ゼロ。本来はゼロ、10じゃ。ゼロ、10。たしかゼロ、10。弁護

士じゃろ。ちょっと消防長。 

○委員（澤  健君） どういうことなんですかね、これ。 

○委員長（北川勝義君） 消防長。 

○委員（佐々木雄司君） あくまで優先じゃから。 

○委員長（北川勝義君） ゼロ、10じゃろ、本当は。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） あくまでも、緊急自動車には優先権というのが当然あるわ

けですが。 

○委員長（北川勝義君） スピードが出過ぎとったから。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） あるわけですけれども、やっぱりそれが絶対的だというこ

とではありませんので。 

○委員長（北川勝義君） 話し合いじゃ。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） そのときの状況によってのそれぞれの過失割合というのが

決まるような形になっております。全国的な事例で見まして判例を見ましたときに、10、ゼロ

もあれば今回のような８、２もありますし、７、３とかというような場合もあります。ですか

ら、その辺いろいろな判例を参考にしながら、保険会社さん同士が双方の主張するところを捉

えて過失割合を決めるというような形で処理されているようでございます。 

 以上です。 
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○委員（澤  健君） ありがとうございました。 

○委員長（北川勝義君） 青信号で行きょうりゃ悪い。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 委員長、よろしい。 

○委員長（北川勝義君） 青信号で行きょうりゃ悪いで。 

 下山委員。 

○委員（下山哲司君） これ３万5,200円というなら、相手方の分のあれをすんで、損害とし

たら、それプラス147万円損害があったんじゃな、うちに。 

○委員長（北川勝義君） そうじゃな、うちはな、瑕疵割じゃけえ。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、消防長。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 147万円のうちの２割が赤磐市の損害ということになりま

す。 

○委員（下山哲司君） じゃから、３万5,200円と147万円の２割が要るということじゃな。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、そうです。 

○委員（下山哲司君） 情報を書かんのじゃな、そういったときには。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） 損害賠償をしたという相手方に対するという補償になりま

すので。 

○委員（下山哲司君） じゃけん、ここへ報告するときにゃあ、うちの分を何ぼ要ったという

てから下へただし書きつけてえてくれりゃ聞かあで済むんじゃけど。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、わかりました。 

○委員長（北川勝義君） これ、12月に出すんじゃろ。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、そのとおりです。 

○委員長（北川勝義君） 議会の専決、議会で報告を出すわけじゃろ。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（北川勝義君） ほんな、今下山委員が言われた、聞くよりは、下山委員は総務委員

じゃけん聞かんけど、聞くときに、報告じゃけりゃあれだけど、ちょっとそう書いて、メモ書

きじゃないけど、ちょっと書いていただきゃあ。 

○委員（下山哲司君） 二十何万円が、委員長、要っとるということでしょう、別に。 

○委員長（北川勝義君） 要るということを書いてあげたらわかりやすいから。これには書け

まあけど、この専決書には書けまあけど、その説明書があるが、説明資料に。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） じゃあ、説明資料のほうをそういった形かで。 

○委員長（北川勝義君） そうしたら……。 

○委員（下山哲司君） それつけてもろうたほうが。 
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○委員長（北川勝義君） 今度は質問がのうなるから。 

○消防本部消防長（木庭正宏君） はい。 

○委員（下山哲司君） それだけです。 

○委員長（北川勝義君） きょうはええこと言うたな、１個だけ。 

○委員（下山哲司君） また、この次悪いことを言うけえ。 

○委員長（北川勝義君） 他にありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（北川勝義君） なければ、これで終わりたいと思います。 

 それでは、協議事項、その他、何かありませんか。 

 はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 執行部のほうはやらないんじゃな、その他は。ないんじゃろうな。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） 副市長に前に本会議場で質問をしとったんですが、時間の都合とあれ

で答弁をいただいてなくて、その後の委員会で報告をしてくださると、こういうことになっと

ったんですが、それもちょっと置き去りになっとったんで、ここでちょっと入札の件について

の報告を、質問しとる事項についての報告をお願いしたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） あれじゃろ、熊山じゃろ。 

○副市長（内田慶史君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、内田副市長。 

○副市長（内田慶史君） 千躰地区の雤水ポンプ場建設工事につきましては、まず初めに、去

る８月26日開催の議会の全員協議会におきまして、下山議員さんのほうから下水道事業団の入

札の公募情報について知っているのかというような御指摘がございまして、私は担当部長から

は聞いてないというふうな発言をいたしております。この発言に対しましては、私自身職責

上、軽率、不適切な発言と反省をいたしているところでございましておわびを申し上げるとと

もに、今後担当部局との連携を図りながら、情報の共有を図りたいというふうに考えておりま

す。 

 この事業の執行につきましては、一定の水準の品質を確保する上で、土木、電気、機械等の

分野の専門職員が赤磐市におきましてはいないということから、この短期的な事業の推進のみ

で職員の導入もできないというようなことから、地元調整を除きまして、工事の発注からその

管理、監督、そして会計検査院の実施まで一連の業務を、市町村の技術援助をする公的団体で

ございます地方共同法人日本下水道事業団に業務を委託する方針といたしまして、本案件につ

きましては去る６月議会で可決決定をいただいているところでございます。その後、議論の中
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で議員の皆様方からいただきました御意見を踏まえまして、下水道事業団に対し、地場産業育

成の観点から工事の分割と市内建設業者の入札参加につきましての要請を行いましたところ、

調整池の分割につきましては可能な部分での分割はいたしておりますけれども、鉄筋構造物の

築造でございまして水密性を求められるということ、またこれに加えまして、ＪＲの山陽本線

に隣接、近接していること、また国の一級河川の吉五川の保全区域内といった特殊条件から一

体的な施工が望ましく、普通の工区割りにつきましてはなかなか分割発注は困難であるという

ふうな見解でございました。 

 次に、本工事の市内業者の入札参加資格につきましては、工事の等級によりますランクづけ

におきましては、工事費が約３億6,000万円でございまして、市内業者単体ではそのランクに

は該当しないということから、共同企業体での入札参加の要請を下水道事業団に対していたし

ております。この共同企業体では、代表者以外の要件において参加が可能、すなわち構成員で

市内業者８社が参加可能ということでございました。その後、下水道事業団で一般競争入札を

公募いたしまして、９月25日に入札を執行しております。忚募につきましては、２つの企業体

の参加がございまして、これは大森工務店と大浦建設特定建設企業体が３億442万8,000円で落

札をいたしております。これは消費税別でございます。 

○委員長（北川勝義君） もうええがな。 

○副市長（内田慶史君） 市内業者の参画はございませんでした。 

 以上でございます。 

○委員長（北川勝義君） させなんだんじゃが。 

 下山さん、よろしいか。 

○委員（下山哲司君） はい。 

○委員長（北川勝義君） 下山委員。 

○委員（下山哲司君） きょうは持ってきてねんじゃけど、そのときに下団が出しとる入札要

綱の資料を皆持っとったんじゃけど、あの資料に赤磐市が参加ができるということ自体が不思

議な。あれで、市長が赤磐市のＪＶの人が８社入る。８社もできるじゃがな。８社でするんじ

ゃない。日本語は、するとできるは違うんじゃからな。できるというたらさせてもらえんこと

だ。じゃから、赤磐市から忚札がない。８社を軸にして、８社のＪＶでするというんならわか

る。 

○委員長（北川勝義君） もういい。下山さん、次にこれももっとぴちっと正確に報告しても

らやえかろう。 

○委員（下山哲司君） わしは11月のあれに書くようにしとるから。 

○委員長（北川勝義君） ぴちっと11月の委員会に出す。 

○委員（下山哲司君） ほったら間に合わんのじゃ。 

○委員長（北川勝義君） 11月の。まあそれはすりゃあええ。 
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○委員（下山哲司君） 広報に書くの。だから、今まで本会議で答えてもろうた、ここの委員

会で答えてくれたことを僕は書いて配るんだから、全戸へ。 

○委員長（北川勝義君） よろしい、わかりました。よろしい、よろしい。 

○委員（下山哲司君） 私の感じたことで書かせてもらってるから、もう副市長として今後や

っていただかないけんことは、前にも言うた。 

○委員長（北川勝義君） ちょいちょい、ちょっ、いや、もうええって、そりゃああんたに…

…。 

○委員（下山哲司君） 政治に携わっとる人なんだから、３人は。職員さんと同じ物の考え方

で物事をやってもろうちゃいけんということは前にも言うとんで。 

○委員長（北川勝義君） はいはい、わかりました。 

○委員（下山哲司君） 今後どうするかだけ答弁ください。 

○委員長（北川勝義君） もう、実は本当のこと言うて、９月のときの葬式の日に、誰の葬式

なというたら、高齢者八十何ぼのおばあさんのときの葬式の葬式会場へ２人の人が、何と用事

がある言うた。下山哲司さんが言よったと、こういう言い方したんで、聞いとるというて、せ

えでお願いもしとるというて言うて、言いました、私は、２社の業者に。そしたら、結果的に

北川さん、結果的に入れちゃるというて、入れるんだけど入れれん、入れんのんじゃけんな

と、こういうて言われたわけ、感想が、言われたわけ。せえで、僕も総務、じゃから僕今総務

じゃから余り言わん。産業だったら、これは分離発注すべきだと思うて、確かに会検を受ける

とか、いろいろそれは執行権だから、執行権には僕は介入してどうこう言うつもりはねえけ

ど、やはりこれはうそとか本当とか話じゃのうて、結果的にはやっぱりやるんじゃったら赤磐

の仕事をとってもらえるように、下団でもしたときにぴちっと条件をつけてもらいてえんとい

うのは、僕と下山さんでも、これは僕は嫌いなんじゃけど、このことだけ合ようりゃ、このこ

と言うちゃおかしいけど、そうしてもらいてえという、たまたま市長は言われたことは、副市

長の言うたんは間違いじゃねえ、今言ようることは。入ることができると、入れるとは全然違

うから、もうそこらのことを、やっぱり赤磐市が何ぼ仕事とってくれても、ようなっても、結

果的には赤磐に関係ねえ、昔の山陽で最終処分場しょうって知った業者は１社しかおらなんだ

というようなことになるおそれが多いんで、ぜひ今後気をつけてもらいてえと思いますんで、

私もここへおられる方も皆市民も関心があるんで、11月のときの委員会のときにどのような流

れでこうなった、下山さんはよう研究して知っとられるんじゃけど、どう流れがあった、書く

書かんのことは別で報告願いたいと思いますんで、それについてどうこう反論して言うという

気持ちもねんで、流れだけちょっとお願いしてえと思いますんで、よろしゅうお願いします。 

 他にありませんか。 

○委員（下山哲司君） 反省の弁は。 

○委員長（北川勝義君） 反省は、もうえかろう、下山さん。 
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○委員（下山哲司君） いやいや。 

○委員長（北川勝義君） 反省の弁というて。反省というて言われた、反省っておかしいよ。

ちょっともうよろしい。 

 佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） 済みません。私のほうからその他の項目ということで、お配りいた

だきました10月25日の山陽新聞、赤磐初の認定こども園にという内容でありますけども、この

中を拝見いたしましたら、統廃合されて一つの拠点になる施設は、従来が保育園であることを

踏まえて保育所型にするとの方向で検討するということなんですが、市長、うち赤磐は教育に

力を入れていくんですよね。子育てという保育所というような考え方というのも重要であるん

ですけども、市長のお考えの中で、教育というものが最重要課題であったように思うんです

が、にもかかわらず、これ何で保育所型なんですか。幼稚園型にして教育を推進して、そこの

ところに保育所の子育ての機能を持たすという考え方じゃないんですか、これ。何でこういう

話になっているんです。あくまでこれ厚生委員会で示したということで、それに対して市の方

針がどうとか示されているというふうには書かれていないので、ちょっとミスリードしている

ような新聞記事なのかなというふうにも思っているんですけども、逆に市の方針が書かれてい

なければ、同調しているからあえて書かれていないというような、そういう可能性もあるの

で、一回ちょっとお尋ねをしたいと思いまして、この機会でお願いいたします。 

 あともう一件なんですが、そろそろ12月議会が迫ってまいりまして、12月議会までにあと

11月の委員会が間に、その休会中ということになったらあるだけです。そろそろ予算編成の話

になっていくんだと思うんですが、去年確認してみますと、行政改革のさなかでどういった行

政改革方針をするんですかということで、３月の議会、もうぎりぎりにならなかったら方針が

出てこなかったような状態で、こちらのほうも余りその準備をすることができずに、あれよあ

れよということで当初の予算案に向き合ったような、そういった状況なのかなと思っているん

ですけど、これどうなんですか。そろそろ今の方針だけでも行政改革を進める、また今までの

答弁を拝見いたしますと、さらに加えて努力をしていくんだという答弁をいただいているんで

すが、その御答弁どおりに行政改革が反映された予算編成になるのかならないのか、事前に私

は知りたいと思っているんですけども、この11月、次の委員会の折にでも、この総務文教委員

会というのは行政改革を所管している委員会でもありますので、その観点でどういった予算編

成を考えていらっしゃるのか、その考えだけでも事前に示していただくっていうことできない

ですかね。市長のお考えをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（北川勝義君） 市長。 

○市長（友實武則君） ２点、お尋ねがありました。 

 まず、認定こども園がなぜ保育所型なのかというお尋ねです。これは、認定こども園の国が

示した運営の形として何種類かの形が示されております。その中の保育園型という運営方針を
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目指していきたいということを表明させていただいておりますが、その保育あるいは幼稚園教

育の中で赤磐市が目指す教育方針、これは保育園であろうが幼稚園であろうが実施していくよ

うに考えているところでございます。ですんで、この中のカリキュラム、これについてを決め

たものではありません、運営方針です。 

 それから、２点目でございますが……。 

○委員長（北川勝義君） いや、地元からじゃろ。 

○委員（佐々木雄司君） 市のほうとして、それやってる……。 

○委員長（北川勝義君） 検討委員会は地元じゃろ。地元が出とんじゃろ。地元がしてくれる

じゃろ。 

○市長（友實武則君） よろしいでしょうか。 

 ２点目の平成27年度予算の編成方針でございますが、これは中身の積み上げたものは、どう

しても年明けの議会前に内容についてはお示しすることになろうと思いますけども、これを組

み立てていく上での基本方針、これについては、何らかの形で早いうちにお示しすることがで

きればと思っておりますので御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○委員（佐々木雄司君） はい、委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） ２件目のその分というのは、ぜひお力といいますか、発揮していた

だければいいなと思います。ぜひよろしくお願いします。 

 １件目の運営方針の、市長はお話をされたんですが、要するに子育て支援課がおやりになら

れるのか、予算ですよ、予算の受け持ち、子育て支援課がイニシアチブをとって考えていくの

か、教育委員会が予算のイニシアチブをとって考えていくのか、その性質があらわれてくると

思うんですね、該課が違うわけですから。担当する所管が違うわけですから、どっちが予算を

預かっていくんですかというような話になりますよね。 

○委員長（北川勝義君） 認定こども園自体が……。 

○委員（佐々木雄司君） いや、予算は一元化されるんですよ。 

○委員長（北川勝義君） どっちが答える。 

○委員（佐々木雄司君） だから、どっちかが……。 

○教育長（杉山高志君） ちょっと勘違いされとる面がありますよね。 

○委員長（北川勝義君） じゃ、教育長が答える。 

○委員（佐々木雄司君） 何なん、勘違いというんは、失礼な。 

○委員長（北川勝義君） 教育長。 

○教育長（杉山高志君） 幼稚園型とか保育所型というのは、ここへも書いてあるとおりで、

今の保育所の統合された形で保育園に教育機能をつけていく、一緒にしていくのを保育所型、
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幼稚園に保育所機能をつけていく、現にある幼稚園につけていく、これを幼稚園型というだけ

で、現在進めていこうとしているのは、中身については幼稚園型、保育所型で、区別はありま

せん。 

○委員長（北川勝義君） 教育長、じゃから厚労省がつけるんじゃろうがなというて聞きょん

じゃが、そう答えりゃえんじゃねんかな。あんたが答える必要がねんじゃねえかというてわし

言うんじゃけん、それでいいと。教育長が答える話じゃねえわ。 

○教育長（杉山高志君） もうそういう名前をつけておるだけであって。 

 それから、現認定こども園の運営は、全て市であります。 

○委員長（北川勝義君） いや、これは……。 

○委員（佐々木雄司君） 予算の所管が違えば性質が変わりますよねという……。 

○委員長（北川勝義君） 違う違う、違う。ちょっと佐々木……教育長、教育長が今答えられ

たんじゃけど、純粋に保育園じゃから、厚労省の所管で幼稚園の機能も持たすだけのことで、

文科省の所管じゃったら教育長が答えられりゃえんで、はっきり言って、これは報告して幼稚

園型になるというから、この新聞を配ってくれた奥田次長、親切で配ったんじゃろ、これは。

幼稚園型も含まれますよというて親切に、これ。我々のとこで審議することは、本来はねえ、

厚生委員会でこれが間違うとったら、今言うようなこと、どっちならというて聞きょったら、

厚生委員長は今傍聴され、怒られらあ、厚生委員会せずに。 

○市長（友實武則君） 委員長。 

○委員長（北川勝義君） はい、友實市長。 

○市長（友實武則君） 尐し補足させてください。長い年月を経て、認定こども園というもの

が世の中に出てき始めました。これは佐々木委員が心配されてるように、文部科学省と厚生労

働省の、いわゆる縦割りの方針がなかなか融合しなかったということがあります。国の子育て

支援制度の中で認定こども園を推進しようということで、この両省の調整を内閣府がとって、

内閣府がこの基本方針を定めながら地方へ情報を流し、指導をしてきているものでございま

す。その内容については、縦割りにならないよう、これから独自に子育てを支援していこうと

いう国の大きな方針に従ったものですので、これを本来ならきちんとした制度は次年度からス

タートするものですけども、これから赤磐市はそれを、尐し早いですけども先取りして実施し

ていこうということで目標を定めたものです。これから教育委員会も市長部局もこの国の方針

はもとより、我々赤磐市の独自の方針をもって子育てにしっかりと取り組んでいきたいという

ことを申し上げておきます。 

 以上です。 

○委員長（北川勝義君） はい、佐々木委員。 

○委員（佐々木雄司君） もうこれで終わらせますけど、いや、そこら辺の経緯は存じ上げて

いるつもりなんです。要するに一元化された予算というのが、今までは保育園に関しては厚生
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労働省のほう、幼稚園のものに関しては文部科学省の所管する予算の中から補填、補足されて

いるような状態であります。また、そこら辺の権限関係も法律の権限また運営規則、こういっ

たものもそれぞれが持っていた。これを一元化するとともに、予算関係も一元化しましょうと

いう話なんですが、うちの赤磐にそこら辺の予算が入ってきたときに、子育て支援課が所管す

るのか、教育委員会が所管するのかで、その所管する該課の性質というようなものが運営にあ

らわれてまいりますよねと。市長は教育を推進するということなんですから、私がすとんと腹

に落ちたなと思うのは、幼稚園として幼稚園の教育委員会のほうに、予算をその一元化された

ものを落として幼稚園型のを新設するわけですから、ここのところは白紙の状態から発生する

ので、幼稚園型にしていただいて、そこのところに子育ての保育所という、保育園というよう

な物の考え方を入れ込んでいくっていう話であれば、市長の方針に僕は物すごく合っているの

かなと思ったんですけども、それが何か保育所というか、子育て支援のほうに何か一元化され

るようなものが窓口になっていくんだっていうことになれば、子育てメーンで、子育ての反

面、教育をやっていくのかなというふうになれば、何か方針と違うのかなというふうに感じた

りしましてね、そこら辺どうなのかなと思ってお尋ねをしただけで、特にほかの所管する委員

会に踏み込んだつもりはないんですが。 

○委員長（北川勝義君） 佐々木委員の言われようる幼・保一元化の絡みの中で保育所にでき

たとこが幼稚園になったとこがあります。その中でいろいろな考えで、幼稚園型もつくった、

保育所の一元化で認定こども園でやっていくという国の制度とか、いろいろのこともあると思

いますが、一忚厚労省の管轄のほうで補助金が出てくるのが重立ってのことじゃと思います。 

 それと、所管が厚生委員会のほうの所管なんで、佐々木委員の考え方としてすばらしい考

え、こういう意見があるというのを要望というんか意見を聞かせていただいとくということで

とどめさせてもらいます。執行部のほうは、それを肝に銘じて聞いていただいて、これであれ

にさせていただきたいと思うんです。これに、よその委員会のことは踏み込むような形にはな

っては大変な失礼なことなので、よろしくお願いします。 

 他にありませんか。 

○委員（澤  健君） 済みません。地域防災計画持ってこいって言われたんですけど。 

○委員長（北川勝義君） また持ってきてください。僕が言う、また持ってきてください。ま

た持ってきてください、いつでもよろしいから。本庁はいつでもよろしいから。 

○委員（澤  健君） いや、持ってきた、持ってきた。 

○委員長（北川勝義君） ああ、それは……。 

○委員（澤  健君） それでいいわけ。 

○委員（下山哲司君） 委員長、ちょっとだけ。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山委員。 

○委員（下山哲司君） 今の関係なんだけど……。 
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○委員長（北川勝義君） 支所で、ちょっと待って、支所でよろしかろう。それを言うとかに

ゃ……。 

○委員（下山哲司君） 就学前教育と、それから保育園の先生と幼稚園の先生の資格、その辺

の問題はどねえになるんか、ちょっとその辺だけ。 

○委員長（北川勝義君） 今は免許皆持っとるから問題ねえん。 

○委員（下山哲司君） 両方。 

○委員長（北川勝義君） 幼・保一元化で、皆保育所と幼稚園で持っとるから。 

○委員（下山哲司君） どういう関連の人になるんかな。 

○委員長（北川勝義君） 藤五課長。 

 昔はあったけど、今は問題ない。 

 えれえ、手を挙げたら言えやあ、おめえ……。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 認定こども園になりまして、条件といたしまして、３歳以上

は幼稚園の教諭免許と保育士の資格の両方を持っていくことが望ましいとなっておりますけれ

ども、いずれでも可ということになっております。 

 それから、満３歳未満は保育士の資格が必要となっております。それで、今の現状といたし

ましては、どちらも保育園にしましても幼稚園につきましても、両方の資格を持っているとい

うふうに……。 

○委員長（北川勝義君） いやいや、ちょっと藤五さん、ちょっと物すごい丁寧じゃけん、今

のずっとこう何十年前からというたら、もう幼・保、両方もうほとんど持ってねえという者じ

ゃない。ほとんど持っとる者が来りょうが。 

○教育総務課長（藤五和彦君） 今現在持っております。 

○委員長（北川勝義君） いや、ほとんどの人が持っとろう。 

○教育総務課長（藤五和彦君） はいはい。 

○委員長（北川勝義君） ほとんどの人がもらえるんじゃもん。昔じゃったら、幼稚園の先生

とか……。 

○委員（下山哲司君） もう一つ。 

○委員長（北川勝義君） はい、下山さん。 

○委員（下山哲司君） 今、その望ましいという部分がちょっとあれなんじゃけど……。 

○委員長（北川勝義君） 持っとんじゃいやあ……。 

○委員（下山哲司君） 就学前教育といったら幼稚園の先生の仕事じゃが。だけど、僕も一元

化に携わっとって、そのときに説明聞いたんだけど、保育園であって就学前教育も上組の子は

しますと、きちっと同じように幼稚園で、そういう教育をするから、そのときに幼稚園の先生

の資格は必要ないんかというて聞きたかったんだ。 

○委員長（北川勝義君） 昔はあるけど、今はもうみんな持っとんじゃ。 
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○委員（下山哲司君） いや、うちのほうがなったときに、両方取ってくださいって両方取ら

せとる。 

○委員長（北川勝義君） 両方取らんでもええ。大学か、もう短大ですぐ取れるようになって

ある。 

 藤五さん、それは難しゅう言わんで、昔の今退職した75とか70というた人は片方しか持って

なかったの、ようけあるん。今はどこの大学とか短大出たら、皆資格を両方取る。これがもう

全員の免許をもろうてあるん。また違うというて言よったら、違うて、聞いてみい。就実へ行

っても、今行った者は皆取ってきとる。今入っとる吉五、この赤磐の人が片方しか持ってねえ

という人はありゃしません。 

○教育総務課長（藤五和彦君） はい、委員長。 

 今現在、幼稚園と保育園の交流もしておりまして、採用試験につきましても両方の資格を持

っていることを条件にしております。 

○委員長（北川勝義君） それじゃなかったら、人事異動ができんがな、保育所の者は保育

所、幼稚園は幼稚園になるが、交流しょうるわ。 

○委員（下山哲司君） じゃけん、そうじゃ言うてくれえ。望ましいというて言うたりするか

ら、ちょっと不安があるんです。よろしいよ。 

○委員長（北川勝義君） それでは、教育長、閉会ということで御挨拶お願いします。 

○教育長（杉山高志君） 本日は、当委員会のために各部署のほうから進捗状況等の報告に対

しまして慎重に審議をしていただき、また御提言等もいただきました。11月の総務文教常任委

員会に備えての資料準備や平素の私たちの業務、それから補正、来年度に向けて本当に動き出

す時期でもあります。しっかりやってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（北川勝義君） 御苦労さんでした。 

              午後２時52分 閉会 


